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はじめに 

本公募要領は、令和２(2020)年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）
「研究成果公開促進費（研究成果公開発表国際情報発信強化、学術図書、デー
タベース）」の公募内容や応募に必要な手続等を記載したものであり、

  Ⅰ 科学研究費助成事業－科研費－（研究成果公開促進費）の概要 
Ⅱ 公募の内容 
Ⅲ 応募する方へ 
Ⅳ 既に採択されている方へ 
Ⅴ 研究機関の方へ 
Ⅵ 応募書類の提出等 

により構成されています。 
 このうち、「Ⅱ 公募の内容」においては、公募する種目に関する対象、応
募金額及び事業期間等や応募から交付までのスケジュール等が記載されてい
ます。 
 また、「Ⅲ 応募する方へ」、「Ⅳ 既に採択されている方へ」、「Ⅴ 研
究機関の方へ」及び「Ⅵ 応募書類の提出等」においては、それぞれ対象とな
る方に関する「応募に当たっての条件」や「必要な手続」等について記載して
います。 

関係する方におかれましては、該当する箇所について十分御確認願います。 

 公募は、審査のための準備を早期に進め、できるだけ早く事業を開始できる
ようにするため、令和２(2020)年度予算成立前に公募を始めるものです。 
 したがって、予算の状況によっては、今後措置する財源等、内容に変更があ
り得ることをあらかじめ御承知おきください。 
 なお、研究成果公開発表（Ｂ）のうち「ひらめき☆ときめきサイエンス～よ
うこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」は別途、公募します（１０月予定）。 

・ 科研費は、研究者個人の独創的・先駆的な研究に対する助成を行うことを目的とした競争的資金制度です

ので、研究計画調書の内容は応募する研究者独自のものでなければなりません。

研究計画調書の作成に当たっては、他人の研究内容の剽窃、盗用は行ってはならないことであり、応募す

る研究者におかれては、研究者倫理を遵守することが求められます。

・ 科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果

の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個

人に帰属されます。

・ 科学的知識の質を保証するため、また、研究者個人やコミュニティが社会からの信頼を獲得するためには、

科学者に求められる行動規範を遵守し、公平で誠実な研究活動を行うことが不可欠です。日本学術会議の

声明「科学者の行動規範－改定版－」（うち、Ⅰ．科学者の責務）や、日本学術振興会「科学の健全な発

展のために－誠実な科学者の心得－」（特に、SectionⅠ 責任ある研究活動とは）の内容を理解し確認し

てください。
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＜令和２(2020)年度における主な変更点等＞ 

（１） 「研究成果公開発表（Ｂ）」及び「研究成果公開発表（Ｃ）」につ
いて、従来、公募の対象とするシンポジウム等の開催時期は、採択初
年度の７月１日以降としていましたが、これを交付内定日以降に変更
し、４月から６月に開催するシンポジウム等も公募の対象とします。
（１３頁参照）

（２） 科研費の審査は研究者の方々に支えられていますので、引き続き科
研費の審査に積極的にご協力をいただきたい旨を明記しました。（３
６頁参照）

（３） 従来、「研究成果公開発表（Ｂ）」、「学術図書」又は「データベ
ース」への応募に当たって、公募期間中に研究機関からの提出を求め
ていた「体制整備等自己評価チェックリスト」及び「研究不正行為チ
ェックリスト」について、提出の締切時期等を変更します。両チェッ
クリストの提出がない研究機関に所属する研究者に対しては、交付決
定を行いませんので、手続に遺漏のないよう御留意ください。（３９
頁～４０頁参照）
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【参考】 

 応募書類の様式（計画調書）等については、本会ホームページ（以下ＵＲＬ参照）より、

書き込み可能なファイルをダウンロードできます。 

ＵＲＬ：https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/keikaku_dl.html 

○ 応募者が作成する様式

１ 研究成果公開発表

①研究成果公開発表（Ｂ）

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５１－１

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５２

②研究成果公開発表（Ｃ）

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５１－２

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５２

２ 国際情報発信強化 

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５１－３

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５２

  ３ 学術図書

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５１－４

・「見積書＜学術図書刊行用＞」

・「見積書＜学術図書翻訳・校閲用＞」

・「発行部数積算書」

４ データベース

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５１－５

・計画調書（添付ファイル項目)様式Ｓ－５２

・「見積書＜入力作業委託費＞」

・「見積書＜CD-ROM,DVD-ROM 等作成委託費＞」

５ 令和２(2020)年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費）の 

応募者情報変更願（注） 

・様式Ｕ－５１－１ （個人、研究者グループ用）

・様式Ｕ－５１－２ （学会、学協会用）

○ 研究機関が作成する様式

・「応募書類の提出書」（様式Ｕ－６０）

・「完成した原稿等（写）一覧」（様式Ｕ－６０別紙）

(注)応募書類作成に当たり、応募用ＩＤ・パスワードを取得した際の応募者情報（応募者自

身で修正、変更ができない情報）をやむを得ず、修正、変更する場合に作成してください。 





 

Ⅰ 科学研究費助成事業－科研費－（研究成果公開促進費）の概要 

 
 

１ 研究成果公開促進費の目的・性格 
 

科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）のうち、研究成果公開促進費は、研究成果の公開
発表、重要な学術研究の成果の発信及びデータベースの作成・公開について助成することによって、
我が国の学術の振興と普及に資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とするものであ
り、優れた研究成果の公的流通の促進を図るものです。 
 
 

２ 種目 
 

研究成果公開促進費には、内容や規模に応じて次の種目を設定しています。 

※令和元(2019)年９月現在 

種   目 目 的 ・ 内 容 

研究成果公開促進費 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

研究成果公開発表 学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成 

国際情報発信強化 学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を行う取組への助成 

学術図書 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成 

データベース 個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするものの助成 

 
 

３ 研究成果公開促進費に関するルール等 
 

研究成果公開促進費は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１
７９ 号）」、「科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）」、「独立行政法人日本学術振興会科学研
究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年規程第１７号）」等の適用を受けるもので
す。 

 

(1) 研究成果公開促進費の３つのルール 
研究成果公開促進費には次の３つのルールがあります。 

①  応募ルール：応募・申請に関するルール 

②  評価ルール：事前評価（審査）・中間評価に関するルール 

③  使用ルール：交付された科研費の使用に関するルール 
 

なお、研究成果公開促進費の３つのルールは、次のように適用されます。 

 

※令和元(2019)年９月現在 

種   目 応募ルール 評価ルール 使用ルール 

 

研究成果公開発表 

国際情報発信強化 

学術図書 

データベース 

 

 

 

公 募 要 領 

 

 

 

 

科学研究費助成事業における

審査及び評価に関する規程 

※令和２(2020)年度の評価ル

ールは１０月上旬頃公表予定 

          

【応募者向け】    補助条件 

※【研究機関向け】 科学研究費助成事業―科研費―

科学研究費補助金の使用について各研究機関が行

うべき事務等  

※「研究成果公開発表（Ｂ）」「学術図書」「データベース」において、科研費の管理を、応募者が所属する研究機関が行うこととなる
場合に該当します。（「（2）科研費の適正な使用」参照。） 

 
 

(2) 科研費の適正な使用  

科研費は、国民の貴重な税金等でまかなわれていますので、科研費の効果的・効率的使用に努め
てください。 
また、科研費の交付を受ける者には、法令及び使用ルール（補助条件）に従い、これを適正に使
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用する義務が課せられています。 
さらに、「学術図書」「データベース」において、応募者が研究機関（「科学研究費補助金取扱

規程（文部省告示）」第２条に規定される研究機関（４８頁参照）。以下同じ。）に所属する場合、
また、「研究成果公開発表（Ｂ）」において、応募者が地方公共団体の設置する研究所その他の機
関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち、学術研究を行うものとして別に定めるところに
より文部科学大臣が指定するもの（４８頁参照）の代表者である場合には、科研費の適正な使用に
資する観点から、科研費の管理は、応募者が所属する研究機関が行うこととしており、各研究機関
が行うべき事務（機関使用ルール）を定めています。 
この中で、研究機関には、経費管理・監査体制を整備し、物品費の支出に当たっては購入物品の

発注、納品検収、管理を適正に実施するなど、科研費の適正な使用を確保する義務が課せられてい
ます。いわゆる「預け金」を防止するためには、適正な物品の納品検収に加えて、取引業者に対す
るルールの周知、「預け金」防止に対する取引業者の理解・協力を得ることが重要です。「預け金」
に関与した取引業者に対しては、取引を停止するなどの厳格な対応を徹底することが必要です。 

応募者及び研究機関においては、採択後にこれらのルールが適用されることを十分御理解の上、
応募してください。 

 

(3) 科研費の使用に当たっての留意点  
科研費は、応募に当たって事業期間を通じた一連の計画を作成し提出していただきますが、研

究成果公開促進費における採択後の事業課題は、当該期間における各年度の補助事業として取り
扱いますので、例えば、補助事業の年度と異なる年度の経費の支払いに対して補助金を使用する
ことはできません。 
なお、当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、

年度内に完了しない見込みとなった場合には、日本学術振興会を通じて手続を行うことで、文部
科学大臣が財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、当該経費を翌年度に繰
り越して使用することができます。 

 

(4) 関係法令等に違反した場合の取扱い 

応募書類に記載した内容が虚偽であった場合や、補助事業の実施に当たり、関係法令・指針等に
違反したりした場合には、科研費の交付をしないことや、科研費の交付を取り消すことがあります。 

 

(5) 不正使用、不正受給又は不正行為への対応  
○「不正使用」、「不正受給」、「不正行為」は、それぞれ以下のような行為を指します。 

・「不正使用」・・・架空発注により業者に預け金を行ったり、謝金や旅費などで実際に要した金額以

上の経費を請求したりするなど、故意若しくは重大な過失によって競争的資金の

他の用途への使用又は競争的資金の交付の決定の内容やこれに附した条件に違反

した使用を行うこと 

・「不正受給」・・・別の研究者の名義で応募を行ったり、応募書類に虚偽の記載を行ったりするな

ど、偽りその他不正な手段により競争的資金を受給すること 

・「不正行為」・・・発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又

は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ

造、改ざん又は盗用を行うこと 
① 科研費に関する不正使用、不正受給又は不正行為を行った応募者等については、一定期間

科研費を交付しないほか、不正使用、不正受給又は不正行為が認められた事業課題について
は、当該科研費の全部又は一部の返還を求めることがあります。 
なお、これらに該当する応募者については、当該不正使用、不正受給又は不正行為の概要（研

究機関等における調査結果の概要、関与した者の氏名、制度名、所属機関、事業課題、予算額、
事業年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を原則公表します。 

また、科研費以外の競争的資金（他府省所管分を含む。）等で不正使用、不正受給又は不正
行為を行い、一定期間、当該資金の交付対象から除外される応募者についても、当該一定期間、
科研費を交付しないこととします。 

 
※「科研費以外の競争的資金」について、令和２(2020)年度以降に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、令和元(2019)年

度以前に終了した制度においても対象となります。現在、具体的に対象となる制度については、以下のホームページを参照して

ください。 

URL：https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin31_seido_ichiran.pdf 
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○交付しない期間の扱いについて 

【不正使用、不正受給】 

措置の対象者 不正使用の程度 交付しない期間 

Ⅰ．不正使用を行った研究者及

びそれに共謀した研究者 
1．個人の利益を得るための私的流用 １０年 

Ⅱ．不正使用を行った研究者及

びそれに共謀した研究者 

2．「1．個人の利益を得る

ための私的流用」以外 

① 社会への影響が大きく、行為の悪質

性も高いと判断されるもの 
５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行為の悪質

性も低いと判断されるもの 
１年 

Ⅲ．偽りその他不正な手段によ

り科研費を受給した研究者及

びそれに共謀した研究者 

－ ５年 

Ⅳ．不正使用に直接関与してい

ないが善管注意義務に違反し

た研究者 

－ 

善管注意義務を有する

研究者の義務違反の程

度に応じ、上限２年、

下限１年 

なお、以下に該当する者に対しては、「厳重注意」の措置を講ずる。 

１．上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合の研究者 

２．上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者 

（出典：独立行政法人日本学術振興会理事長裁定「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条

第１項第１号及び第３号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて」及び「独立行政法人日本学術振興会科学研

究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第５条第１項第１号及び第 3 号に定める科学研究費助成事業（学術研究助成基

金助成金）を交付しない期間の扱いについて」 

 

【不正行為】 

不正行為への関与に係る分類 学術的・社会的影響度行為の悪質度 交付しない期間 

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者 

ア）研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者 １０年 

イ）不正行為

があった研究

に係る論文等

の著者 

（上記

「ア） 」 

を除く） 

当該論文等の責任著者（監修責

任者、代表執筆者またはこれら

の者と同等の責任を負うと認定

された者） 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響が

大きい、若しくは行為の悪質度が高いと判断さ

れるもの 

５～７年 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響、

若しくは行為の悪質度が小さいと判断されるも

の 

３～５年 

当該論文等の責任著者以外の者  ２～３年 

ウ）不正行為があった研究に係る論文等の著者 

ではない者 （上記「ア） 」を除く） 

 

 ２～３年 

不正行為に関与していないものの、不正行為があった研

究に係る論文等の責任著者（監修責任者、代表執筆者ま

たはこれらの者と同等の責任を負うと認定された者） 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響が

大きい、若しくは行為の悪質度が高いと判断さ

れるもの 

２～３年 

当該分野の研究の進展への影響や社会的影響、

若しくは行為の悪質度が小さいと判断されるも

の 

１～２年 

※ 論文の取り下げがあった場合など、個別に考慮すべき事情がある場合には、事情に応じて適宜期間を軽減することができるものとす

る。 

（出典：独立行政法人日本学術振興会理事長裁定「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条

第 1 項第５号及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第５条第１項第５号に定

める期間の扱いについて」） 
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② 他府省を含む他の競争的資金担当及び文部科学省所管の公募型研究資金担当（独立行政法
人等である配分機関を含む。）に当該不正事案の概要を提供することにより、他府省を含む他
の競争的資金等への応募及び参画についても制限される場合があります。 
 

※「応募及び参画」とは、新規研究課題の提案、応募、申請を行うこと、共同研究者等として新たに研究に参画すること、

進行中の研究課題（継続研究課題）へ研究代表者又は共同研究者等として参画することを指します。 

 
③  科研費による研究論文・報告書等において、不正行為があったと認定された場合、不正行 
為の悪質度等を考慮しつつ、上記①、②と同様に取り扱います。 
また、不正行為に関与したと認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者とし 

ての注意義務を怠ったこと等により一定の責任があるとされた者についても同様です。 

 

④  各研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」 
   （平成２６年２月１８日改正 文部科学大臣決定）及び、「研究活動における不正行為への  

対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）を遵守するこ 
とが求められますので、研究活動の実施等に当たっては留意してください。 
 各ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が研究機関の体制整備等の 
状況について不備を認める場合、当該機関に対し、文部科学省及び文部科学省が所管する独立 
行政法人から配分される全ての競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。 

 
○「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

 

○「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm 

 

（注）不正使用、不正受給又は不正行為の事例 

○不正使用 

・業者に架空の取引を指示し、消耗品を購入したように装い、大学から科研費を支出させ、 

業者に預け金として管理させていた。 

・業者に架空の取引を指示し、実際に購入、納品させた物品とは異なる品名が記載された虚 

偽の請求書を作成させて、大学から科研費を支出させていた。 

・作業事実のない出勤表を大学院生に作成させて謝金の支払いを請求し、プール金として自 

ら管理していた。 

・海外渡航の際、研究課題の目的から外れた共同研究の打ち合わせをするために、旅行予定 

外の目的地に滞在した。 

注）事例のような架空の取引等による科研費の支出は、たとえ科研費支出の対象が当該科 

研費の研究課題のためであったとしても、全て不正使用に当たります。 

 

○不正受給 

 ・応募・受給資格のない研究者が科研費の応募・交付申請を行い、不正に科研費を受給して 

いた。 

 

○研究活動における不正行為 

 ・科研費の研究成果として発表された論文において、実験のデータや図表の改ざん・ねつ造 

を行った。 

・科研費の研究成果として発表された図書に、許諾を得ずに無断で英語の原著論文を翻訳し、 

引用であることを明記せずに掲載し、当該研究課題の研究成果として公表した。 
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(6) 事業実施における謝辞の表示について 

科研費により事業を実施する場合（シンポジウム等の開催、学術誌・図書等の刊行、データベー

スの公開等）には、謝辞として科研費の助成を受けて行う事業であることを必ず表示してください。

特に、和文の場合は「JSPS 科研費 JP８桁の課題番号」、英文の場合は「JSPS KAKENHI Grant Number 

JP８桁の課題番号」を必ず含めてください。 

 

〈記載例〉 

【英文】This publication was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP12HP3456. 

【和文】本刊行物は JSPS 科研費 JP12HP3456 の助成を受けたものです。 

 

 

４ 科研費により得た研究成果について 
 

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や

研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責

任は、研究者個人に帰属されます。 

なお、科研費による研究成果を広く一般に公表する場合等において、研究者個人の見解である旨

を記載する際の記載例は次のとおりです。 

 

〈記載例〉 

【英文】Any opinions,findings,and conclusions or recommendations expressed in this  

material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views 

 of the author(s)’ organization, JSPS or MEXT. 

【和文】本研究の成果は著者自らの見解等に基づくものであり、所属研究機関、資金配分機関

及び国の見解等を反映するものではありません。 
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５ 研究者が遵守すべき行動規範について 
 

科学的知識の質を保証するため、また、研究者個人やコミュニティが社会からの信頼を獲得する

ためには、科学者に求められる行動規範を遵守し、公平で誠実な研究活動を行うことが不可欠で

す。日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改定版－」（うち、Ⅰ．科学者の責務）や、日本学

術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」（特に、SectionⅠ 責任ある研究

活動とは）の内容を理解し確認してください。 

なお、交付申請時に、代表者が研究倫理教育の受講等をしていることについて、書面にて確認し

ます（３６頁参照）。 

【日本学術会議 声明「科学者の行動規範－改訂版－」（平成２５年（２０１３年）１月２５日）より抜粋】 

Ⅰ．科学者の責務 

（科学者の基本的責任）  

１ 科学者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健

康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。 

（科学者の姿勢） 

２ 科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の

正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。 

（社会の中の科学者） 

３ 科学者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・技術と社会・自然環境の関係を広い視野か

ら理解し、適切に行動する。 

（社会的期待に応える研究） 

４ 科学者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研究環境の整備や研究の実施に供さ

れる研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在することを常に自覚する。 

（説明と公開） 

５ 科学者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得

る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。 

（科学研究の利用の両義性） 

６ 科学者は、自らの研究の成果が、科学者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もあることを認識し、研究の実施、

成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。 

※URL：http://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/ 

 

【日本学術振興会「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」】 

  （日本語版（テキスト版））（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会） 

※URL：https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 
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Ⅱ 公募の内容 

 

 

１ 公募する種目     
 

  今回、日本学術振興会が公募する種目は次のとおりです。 
 

  「研究成果公開発表」、「国際情報発信強化」、「学術図書」、「データベース」 
    

 

２ 応募から交付までのスケジュール     
 

(1) 応募書類提出期限までに行うべきこと     

 

【「研究成果公開発表」、「国際情報発信強化」に応募する場合】 

日  時 

応募者が行う手続 

（詳細は、「Ⅲ 応募する方へ」、「Ⅳ 既に採択され

ている方へ」を参照） 

研究機関が行う手続 

（詳細は、「Ⅴ 研究機関の方へ」を参照） 

 
令和元(2019)年 

９月１日（日） 

公募開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月７日（木） 

午後４時３０分  

提出期限（厳守） 

 

①応募用ＩＤ・パスワードの取得申請（応募者情

報仮登録） 

Ｗｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けページ）

上で、応募者情報の登録を行い、応募用ＩＤ・パ

スワードの取得申請をしてください。 

なお、応募用ＩＤ・パスワードは本年度に限り有

効です（ただし、国際情報発信強化に採択された

場合を除く）。 

 

 

 

 

②応募用ＩＤ・パスワードの取得（応募者情報本

登録） 

 ①で登録したメールアドレスに送信されてきた

ＵＲＬにアクセスし、本登録を行うことで取得で

きます。 

 

 

③応募書類を作成 

 （応募用ＩＤ・パスワードにより、研究成果公

開促進費応募用の科研費電子申請システムにア

クセスし作成） 

 

 

 

④応募書類の提出（送信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要に応じて行う手続】 

 ①e-Rad 運用担当から e-Rad の研究機関用のＩＤ

・パスワードを取得（既に取得済の場合を除く） 

 ※ＩＤ・パスワードの発行に２週間程度必要。  

②e-Rad への研究者情報の登録等 

 

 

 

 

 

③「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン」に基づく「取組状況に係るチェ

ックリスト」の提出 

 

 提出期限：９月３０日（月） 
 

④「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン」に基づく「体制整備等自己評価

チェックリスト」の提出 

 

提出期限：１２月２日（月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※計画調書の紙媒体による応募は受理しません。 

ただし、「国際情報発信強化」の「最新刊行物等」については、郵送による提出

が必要です。下記送付先宛てに１部郵送してください。 

提出期間：令和元(2019)年１１月７日（木）～１１月１２日（火）必着 

１０月３１日（木） 

午後４時３０分取得 

申請期限（厳守） 

：応募用ＩＤ・パスワー

ドの取得申請期限 
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注１）研究成果公開促進費応募用の科研費電子申請システムＵＲＬ https://www-shinsei.jsps.go.jp 

注２）研究成果公開促進費に応募するに当たっては、事前にＷｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けページ）上で、応募者情報を登録し、

応募用ＩＤ・パスワードを取得しなければなりません（府省共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」という。）のＩＤ・パス

ワードとは異なり、別途取得する必要があります。）。応募者情報の登録は代表者自ら行う（「応募者が行う手続」①）ことが必要

です。 

注３）「研究成果公開発表（Ｂ）」へ「（２）応募資格イ」（１３頁）の応募資格にて応募する場合は、研究機関が「研究機関における

公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」及び「研究活動における不

正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「取組状況に係るチェックリスト」を提出しなければなりません。提出がない場

合には、当該研究機関の代表者への交付決定を行いません。詳細は「Ⅴ研究機関の方へ」（３９頁～４０頁）の（３）及び（４）を

確認してください。 

 

＜国際情報発信強化「最新の刊行物等」の送付先＞ 

     郵便等送付先：〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-3-1（麹町ビジネスセンタービル） 

 独立行政法人日本学術振興会 研究事業部研究事業課   

「研究成果公開促進費」応募受付担当 
 
 

※ 送付に当たっては、配達が証明できる方法（特定記録、小包、簡易書留、宅配便等）で令

和元(2019)年１１月７日（木）～１１月１２日（火）に到着するように、余裕を持って発送

してください。その期間外に到着した書類は受理しません。 

なお、令和元(2019)年１１月１１日（月）までに発送したことが証明できる場合に限り、 

１１月１３日（水）に到着したものまで受理します。 

提出の際には、封筒等の表に「国際情報発信強化 最新の刊行物等 在中」を朱書きし

てください。 
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【「学術図書」に応募する場合】 

日  時 
応募者が行う手続 

（詳細は、「Ⅲ 応募する方へ」、「Ⅳ 既に採択され

ている方へ」を参照） 

研究機関が行う手続 

（詳細は、「Ⅴ 研究機関の方へ」を参照） 

 
令和元(2019)年 

９月１日（日） 

公募開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月７日（木） 

午後４時３０分  

提出期限（厳守） 

 

①応募用ＩＤ・パスワードの取得申請（応募者情

報仮登録兼研究機関への管理の委任依頼） 

Ｗｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けペー

ジ）上で、応募者情報の登録を行い、応募用 

ＩＤ・パスワードの取得申請をしてください。 

なお、応募用ＩＤ・パスワードは本年度に限り

有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②応募用ＩＤ・パスワードの取得（応募者情報本

登録） 

 ①で登録したメールアドレスに送信されてき

たＵＲＬにアクセスし、本登録を行うことで取

得できます。 

 

 

 

③応募書類を作成 

 （応募用ＩＤ・パスワードにより、研究成果公

開促進費応募用の科研費電子申請システムに

アクセスし作成） 

 

 

④応募書類の提出 

＜所属研究機関を通じて 

応募する場合【機関承諾の場合】＞ 

所属する研究機関に応募書類を提出（送信） 

（当該研究機関が設定する提出（送信）期限ま

でに提出（送信）） 

 

 ＜個人で応募する場合【研究機関に 

所属しない又は機関不承諾の場合】＞ 

  応募書類の提出（送信） 

 

 

 

 

 

 

 

【必要に応じて行う手続】 

 ①e-Rad 運用担当から e-Rad の研究機関用のＩ

Ｄ・パスワードを取得（既に取得済の場合を除

く） 

 ※ＩＤ・パスワードの発行に２週間程度必要。  

②e-Rad への研究者情報の登録等 

 

 

 

③応募者情報の確認、研究機関への管理の委任の

承諾・不承諾の登録（回答） 

  科研費電子申請システム[所属研究機関担当者

向けメニュー]の「奨励研究・研究成果公開促進

費ＩＤ申請者情報検索」より応募者の確認等を

行ってください。 

 

 

④「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン」に基づく「取組状況に係るチ

ェックリスト」の提出 

 

 提出期限：９月３０日（月） 
 

⑤「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン」に基づく「体制整備等自己

評価チェックリスト」の提出 

 

提出期限：１２月２日（月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥応募書類の提出（送信） 

注１）研究成果公開促進費応募用の科研費電子申請システムＵＲＬ https://www-shinsei.jsps.go.jp 

注２）研究成果公開促進費に応募するに当たっては、事前にＷｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けページ）上で、応募者情報を登録し、

応募用ＩＤ・パスワードを取得しなければなりません（e-Rad のＩＤ・パスワードとは異なり、別途取得する必要があります。）。

応募者情報の登録は代表者自ら行う（「応募者が行う手続」①）ことが必要です。なお、応募者が研究機関に所属している場合は、

研
究
機
関
に
所
属 

し
な
い
応
募
者 

研究機関に所属

する応募者 

 

※計画調書の紙媒体による応募は受理しません。 

ただし、「完成した原稿等の写し」については、郵送による提出となります。下記

送付先宛てに１部郵送してください。 

提出期間：令和元(2019)年１１月７日（木）～１１月１２日（火）必着 

１０月３１日（木） 

午後４時３０分取得 

申請期限（厳守） 

：応募用ＩＤ・パスワー

ドの取得申請期限 

9



 

所属研究機関が応募者情報の確認等を行った（「研究機関が行う手続」③）後に、応募用ＩＤ・パスワードが取得できます。 

注３）所属研究機関を通じて応募する場合は、応募者が所属する研究機関に応募書類を提出（送信）（「応募者が行う手続」④）した後、

当該研究機関は応募書類提出期限までに、日本学術振興会に応募書類を提出（送信）（「研究機関が行う手続」⑥）しなければなり

ません。ついては、応募者は「応募書類の作成・応募方法等」（２８頁～３５頁）を確認するとともに、研究機関が指定する応募手

続等（研究機関内における応募書類の提出期限等）について、研究機関の事務担当者に確認してください。 
注４）研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェック

リスト」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「取組状況に係るチェックリスト」を提出し

なければなりません（「研究機関が行う手続」④及び⑤）。提出がない場合には、当該研究機関に所属する研究者への交付決定を行

いません。 

 

＜学術図書「完成した原稿等の写し」の送付先＞ 

     郵便等送付先：〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-3-1（麹町ビジネスセンタービル） 

 独立行政法人日本学術振興会 研究事業部研究事業課   

「研究成果公開促進費」応募受付担当 
 
 

※ 送付に当たっては、配達が証明できる方法（特定記録、小包、簡易書留、宅配便等）で令

和元(2019)年１１月７日（木）～１１月１２日（火）に到着するように、余裕を持って発送

してください。その期間外に到着した書類は受理しません。 

なお、令和元(2019)年１１月１１日（月）までに発送したことが証明できる場合に限り、 

１１月１３日（水）に到着したものまで受理します。 

提出の際には、封筒等の表に「学術図書 完成した原稿等の写し 在中」を朱書きして

ください。研究機関が取りまとめて応募する場合は「研究機関番号（５桁）」も朱書きし

てください。 
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【「データベース」に応募する場合】 

日  時 
応募者が行う手続 

（詳細は、「Ⅲ 応募する方へ」、「Ⅳ 既に採択され

ている方へ」を参照） 

研究機関が行う手続 

（詳細は、「Ⅴ 研究機関の方へ」を参照） 

 
令和元(2019)年 

９月１日（日） 

公募開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月７日（木） 

午後４時３０分  

提出期限（厳守） 

 

①応募用ＩＤ・パスワードの取得申請 

個人または研究者グループの場合 

応募用ＩＤ・パスワードの取得申請（応募者情

報仮登録兼研究機関への管理の委任依頼） 

 

学会、学協会の場合 

応募用ＩＤ・パスワードの取得申請（応募者情

報仮登録） 

 

Ｗｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けペー

ジ）上で、応募者情報の登録を行い、応募用 

ＩＤ・パスワードの取得申請をしてください。 

なお、応募用ＩＤ・パスワードは本年度に限り

有効です（ただし、学会、学協会が国際情報発

信強化に採択された場合を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②応募用ＩＤ・パスワードの取得（応募者情報本

登録） 

 ①で登録したメールアドレスに送信されてき

たＵＲＬにアクセスし、本登録を行うことで取

得できます。 

 

 

 

③応募書類を作成 

 （応募用ＩＤ・パスワードにより、研究成果公

開促進費応募用の科研費電子申請システムに

アクセスし作成） 

 

 

④応募書類の提出 

＜所属研究機関を通じて 

応募する場合【機関承諾の場合】＞ 

所属する研究機関に応募書類を提出（送信） 

（当該研究機関が設定する提出（送信）期限ま

でに提出（送信）） 

 

 ＜個人で応募する場合【研究機関に 

所属しない又は機関不承諾の場合】＞ 

 ＜学会、学協会が応募する場合＞ 

  応募書類の提出（送信） 

 

 

 

 

 

【必要に応じて行う手続】 

 ①e-Rad 運用担当から e-Rad の研究機関用のＩ

Ｄ・パスワードを取得（既に取得済の場合を除

く） 

 ※ＩＤ・パスワードの発行に２週間程度必要。  

②e-Rad への研究者情報の登録等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③応募者情報の確認、研究機関への管理の委任の

承諾・不承諾の登録（回答） 

  科研費電子申請システム[所属研究機関担当者

向けメニュー]の「奨励研究・研究成果公開促進

費ＩＤ申請者情報検索」より応募者の確認等を

行ってください。 

 

 

 

 ④「研究活動における不正行為への対応等に関

するガイドライン」に基づく「取組状況に係るチ

ェックリスト」の提出 

 

 提出期限：９月３０日（月） 

 

⑤「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン」に基づく「体制整備等自己評

価チェックリスト」の提出 

 

提出期限：１２月２日（月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥応募書類の提出（送信） 

研
究
機
関
に
所
属 

し
な
い
応
募
者 

研究機関に所属

する応募者 

 

＜学会、学協会＞ ＜個人または 

研究者グループ＞ 

１０月３１日（木） 

午後４時３０分取得 

申請期限（厳守） 

：応募用ＩＤ・パスワー

ドの取得申請期限 
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注１）研究成果公開促進費応募用の科研費電子申請システムＵＲＬ https://www-shinsei.jsps.go.jp 

注２）研究成果公開促進費に応募するに当たっては、事前にＷｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けページ）上で、応募者情報を登録し、

応募用ＩＤ・パスワードを取得しなければなりません（e-Rad のＩＤ・パスワードとは異なり、別途取得する必要があります。）。

応募者情報の登録は代表者自ら行う（「応募者が行う手続」①）ことが必要です。なお、応募者が研究機関に所属している場合は、

所属研究機関が応募者情報の確認等を行った（「研究機関が行う手続」③）後に、応募用ＩＤ・パスワードが取得できます。 

注３）所属研究機関を通じて応募する場合は、応募者が所属する研究機関に応募書類を提出（送信）（「応募者が行う手続」④）した後、

当該研究機関は応募書類提出期限までに、日本学術振興会に応募書類を提出（送信）（「研究機関が行う手続」⑥）しなければなり

ません。ついては、応募者は「応募書類の作成・応募方法等」（２８頁～３５頁）を確認するとともに、研究機関が指定する応募手

続等（研究機関内における応募書類の提出期限等）について、研究機関の事務担当者に確認してください。 
注４）研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェック

リスト」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「取組状況に係るチェックリスト」を提出し

なければなりません（「研究機関が行う手続」④及び⑤）。提出がない場合には、当該研究機関に所属する研究者への交付決定を行

いません。 

 

 

(2) 応募書類提出後のスケジュール（予定）       

       
令和元(2019)年１２月～ 

令和２(2020)年 ３月    審査 

            ４月上旬  交付内定 

            ４月下旬  交付申請 

            ４月頃   審査結果開示 

            ６月下旬  交付決定 

            ７月中旬  送金（前期分）※ 

           １０月頃   送金（後期分）※ 

（学術図書の送金は、補助事業完了後） 

 
※ 当該年度の交付請求額が３００万円以上となる場合には、前期分（４～９月）、後期分（１０月～３月）に分けて送金

し、交付請求額が３００万円未満となる場合には、前期に一括して送金しています。 
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３ 各種目の内容 

 
①  研究成果公開発表〔科学研究費補助金〕 
 
(ⅰ)研究成果公開発表（Ｂ） 

※ ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩは別途公募します

（１０月予定）。 

 

(1) 対 象 

 

我が国の学会や民間学術研究機関等が、日本国内において主催するシンポジウム・学術講演会等

で、青少年や一般社会人の関心が高いと思われる分野の研究動向・研究内容を、分かりやすく普及

啓発しようとするもの（社会人の学び直しの機会の一環として実施するものを含む。）。 

なお、主催団体の会員のみを対象とするものは公募の対象となりません。 

 

(2) 応募資格 

 

ア 学会（日本学術会議協力学術研究団体に限る。以下同じ。）の代表者。学会の支部等が実施

する場合であっても、学会の代表者が応募してください。 

イ 地方公共団体の設置する研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のう

ち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものの代表

者。 

（４８頁「（参考２）科学研究費補助金取扱規程」第２条第１項第４号参照） 

なお、応募に当たっては、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなければなりません。 

 

(3) 重複応募の制限 

 

同一団体（同一学会（同一学会の支部等が実施する場合も同一学会とみなす。）及び同一法人）

からの応募は原則として１件とします。ただし、同一団体で明らかに内容が異なるシンポジウム・

学術講演会等を開催する場合にあっては、２件まで応募できることとします。 

なお、同一団体から２件を超えて応募があった場合は、同一団体からの応募について、全て審査

の対象としません。 

 

 (4) 応募金額   １５０万円以下 

※応募金額の総額が１０万円未満のものは公募の対象となりません。 

 

(5) 事業期間   １年 

※開催時期：交付内定日（令和２(2020)年４月上旬予定）から令和３(2021)年

３月３１日までに実施 

※事業期間は、交付内定日（令和２(2020)年４月上旬予定）以降、事業完了日

（シンポジウム等の開催日以降で開催に係る事務処理等が完了した日、又は

令和３(2021)年３月３１日のいずれか早い日）まで。ただし、事業完了日は

７月１日以降とする。 

 

（注）従来、公募の対象とするシンポジウム等の開催時期を採択年度の「７月

１日以降」としていましたが、令和２(2020)年度公募から、開催時期を

「交付内定日」以降とし、４月から６月に開催するシンポジウム等も対

象とします。 

 

 (6) 事業実施主体 

 

 ア 学会又は学会の支部等 
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イ 地方公共団体の設置する研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のう

ち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの 

（４８頁「（参考２）科学研究費補助金取扱規程」第２条第１項第４号参照） 

 

(7) 対象となる経費 

 

本事業に必要となる経費のうち、次に該当する経費のみとなります。 

 

 

 経費 

 
シンポジウム等 
開催のための経費 

 
会 場 借 料 事業を開催する会場の借料（開催当日会場で使用するマイ

ク、スクリーン等の機器借料のための経費を含む。） 
消 耗 品 費  事業開催に必要な消耗品を購入するための経費 
人件費・謝金  事業開催への協力をする者のための経費 

（打合せ等のための旅費を含む） 
そ の 他  上記のほか当該事業の遂行に係る経費 

（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・ 
             飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費（切手、 

電話等）、運搬費、資料作成に係る費用） 

 

(ⅱ)研究成果公開発表（Ｃ） 

 

(1) 対 象 

 

我が国の学会が日本国内において主催する国際シンポジウム・国際会議等で、その運営体制が

確保されているもの。また、共催で開催する場合には応募学会が主体となって開催するものを公

募の対象とします。 

なお、日本学術会議の「共同主催国際会議」に採択されているものは公募の対象となりませ

ん。 

 

(2) 応募資格 

 

学会（日本学術会議協力学術研究団体に限る。以下同じ。）の代表者。学会の支部等が実施す

る場合であっても、学会の代表者が応募してください。 

応募に当たっては、学会において、経理管理事務及び監査体制の整備がなされていなければな

りません。 

 

(3) 応募金額    １，０００万円以下（２年計画であれば２年間の総額） 

          ※事業期間のいずれかの年度における応募金額の合計が１０万円未満のもの

は公募の対象となりません。 

 

(4) 事業期間   １～２年  

 

ア １年計画の場合・・・国際シンポジウム等の準備及び開催を同一年度内に実施 

イ ２年計画の場合・・・１年目に国際シンポジウム等の準備、２年目に準備及び開催を実施 

 

 開催時期 

１年計画の場合 交付内定日（令和２(2020)年４月上旬予定）から令和３(2021)年３

月３１日までに実施（※） 

２年計画の場合 令和３(2021)年４月１日から令和４(2022)年３月３１日までに実施 
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※１年計画の場合の事業期間は、交付内定日（令和２(2020)年４月上旬予定）

以降、事業完了日（シンポジウム等の開催日以降で開催に係る事務処理等が

完了した日、又は令和３(2021)年３月３１日のいずれか早い日）まで。ただ

し、事業完了日は７月１日以降とする。 

 

（注）従来、公募の対象とするシンポジウム等の開催時期を採択年度の「７月

１日以降」としていましたが、令和２(2020)年度公募から、開催時期を

「交付内定日」以降とし、４月から６月に開催するシンポジウム等も対

象とします。 

 

(5) 事業実施主体  学会又は学会の支部等（「(2)応募資格」参照） 

 

(6) 対象となる経費 

 

本事業に必要となる経費のうち、次に該当する経費のみとなります。 
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 経費  

（１年計画

の場合） 

国際シンポ

ジウム・ 

国際会議等 

準備及び開

催のための

経費 

 

会 場 借 料  

 

 

消 耗 品 費  

招 へい旅費  

 

人件費・謝金  

 

そ の 他   

 

事業を準備するために必要な会場の借料及び事業を開催する会

場の借料（開催当日会場で使用するマイク、スクリーン等の機

器借料のための経費を含む。） 

事業開催に必要な消耗品を購入するための経費 

特別講演等のため来日する研究者の招へい旅費 

（交通費、滞在費） 

事業準備及び開催への協力をする者のための経費 

（招へい旅費以外の打合せ等のための旅費を含む） 

上記のほか当該事業の遂行に係る経費 
（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・  
 飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費（切手、電 
話等）、運搬費、資料作成に係る費用） 

（２年計画

の場合） 

【１年目】 

 

国際シンポ

ジウム・ 

国際会議等 

準備のため

の経費 

 

会 場 借 料 

消 耗 品 費  

人件費・謝金  

 

そ の 他  

 

事業を準備するために必要な会場の借料 

事業開催に際し事前に必要となる消耗品を購入するための経費 

事業準備への協力をする者のための経費 

（打合せ等のための旅費を含む） 

上記のほか当該事業の遂行に係る経費 
（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・ 
 飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費（切手、電 
話等）、運搬費、資料作成に係る費用） 

 

【２年目】 

 

国際シンポ

ジウム・ 

国際会議等 

準備及び開

催のための

経費 

 

会 場 借 料   

 

 

消 耗 品 費  

招 へい旅費   

 

人件費・謝金 

 

そ の 他   

 

事業を準備するために必要な会場の借料及び事業を開催する会

場の借料（開催当日会場で使用するマイク、スクリーン等の機

器借料のための経費を含む。） 

事業開催に必要な消耗品を購入するための経費 

特別講演等のため来日する研究者の招へい旅費 

（交通費、滞在費） 

事業準備及び開催への協力をする者のための経費 

（招へい旅費以外の打合せ等のための旅費を含む） 

上記のほか当該事業の遂行に係る経費 
（例：事務委託費、会議費【食事（懇親会等の目的は不可）・  
 飲料水（アルコール類を除く）費用等】、通信費（切手、電 
話等）、運搬費、資料作成に係る費用） 

 

 

② 国際情報発信強化〔科学研究費補助金〕 

 

(1) 対 象 

 

研究者の研究成果を発表する媒体であって、質の保証のための組織的な体制が取られ、一貫し   

たタイトルを付して刊行されるものの国際情報発信力を強化する取組。 

なお、取組の例としては、以下のようなものが挙げられます。 

・複数の学術団体等で協力体制をとることにより、国際情報発信力を強化する取組。 

・電子化やオープンアクセス刊行により、国際情報発信力を強化する取組。 

・独創的な計画等により、国際情報発信力を強化する取組。 
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(2) 応募資格 

 

学術刊行物の発行に関わる「学術団体等」の代表者。 

「学術団体等」は、出版社及び研究機関（科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省告示

第１１０号）第２条第１項に定める研究機関）を除き、かつ、所在地が日本国内にあるものに

限ります。 

 

(3) 応募区分及び応募総額 

 

応募区分は次の３種類とします。 

応募区分 応募総額(※１) 種別（※３） 

国際情報発信強化（Ａ） ２，０００万円以上 種別Ⅰ 

国際情報発信強化（Ｂ） 
１００万円以上 

２，０００万円未満 
種別Ⅰ・Ⅱ 

オープンアクセス刊行支援（※２） ２，０００万円以上 種別Ⅰ 

※１ 助成期間（５年間）全体での総額となります。助成期間のいずれかの年度における応募 

金額の合計が１０万円未満のものは公募の対象となりません。 

※２ オープンアクセス刊行とは、利用者が対価を支払うことなく、研究成果を利用すること

ができる刊行形態とします。また、オープンアクセス刊行のスタートアップを助成対象と

することとし、助成対象となる刊行時期については、３年目の令和４(2022)年１０月末頃

までにオープンアクセス刊行するもの、又は平成３０(2018)年９月以降にオープンアクセ

ス刊行したものを対象とします。 

※３ 刊行される学術刊行物により以下の２つに分類します。 

 

      種別Ⅰ： 掲載する内容が全て英文の学術刊行物に関する情報発信力強化の取組。 

（なお、英文以外の外国語の場合はその理由を記載すること。） 

種別Ⅱ： 種別Ⅰ以外の学術刊行物に関する情報発信力強化の取組。 

ただし、原則として人文・社会科学領域における取組を対象とし、和文の原

著論文の全てについて、英文の研究抄録又は翻訳を有するものとします。 

 

(4) 重複応募の制限 

 

①  一つの学術団体等が応募できるのは、同一の応募区分には、１件となります。 

異なる応募区分に重複して応募しようとする場合、次の制限があります。（１８頁 表１参照） 

ア.「国際情報発信強化（Ａ）」と「国際情報発信強化（Ｂ）」に重複して応募することは

できません。 

イ.「オープンアクセス刊行支援」には重複応募できますが、対象とする学術刊行物及び応

募対象経費の内容に重複がないものとします。 

②  一つの学術団体等の応募とは別に、複数の学術団体等で協力体制をとる団体等を代表して

応募することができます。ただし、当該学術団体等が単独で応募する事業課題と、協力体制

をとる学術団体等として応募する事業課題の応募対象とする刊行物及び応募対象経費の内容

に重複がないものとします。（１９頁 表２参照） 

また、同一の協力体制をとる学術団体等が重複応募する場合は、上記①と同様の制限があり

ます。（２０頁 表３参照） 

③ 「国際情報発信強化（Ａ）」、「国際情報発信強化（Ｂ）」及び「オープンアクセス刊行支

援」の継続事業課題のある、一つの学術団体等又は複数の学術団体等が新規に応募する場合

も、上記①及び②と同様の制限があります。（２１頁 表４参照） 

 

重複応募の制限等については、１８頁から２１頁の表のとおりです。 
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（表１）「単独の学術団体等での応募（甲欄）→ 単独の学術団体等での応募（乙欄）」型 

 

 

乙欄 
 
 
 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ａ
） 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ｂ
） 

オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス 

刊
行
支
援 

 新
規 

新
規 

新
規 

甲欄 
 

 単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

国際情報発信強化（Ａ） 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
－ ×  

国際情報発信強化（Ｂ） 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
× －  

オープンアクセス刊行支援 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
※ ※ － 

 

空欄：双方の事業課題とも応募できる    

－：同一の応募区分においては、一つの事業課題にのみ応募できる 

×：一つの事業課題にのみ応募できる 

（甲欄の事業課題に応募した場合には、乙欄の事業課題に応募できない） 

※：国際情報発信強化（Ａ）又は国際情報発信強化（Ｂ）のいずれか一方に応募できる 
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（表２）「単独の学術団体等での応募（甲欄）→ 複数の学術団体等での応募（乙欄）」型 

 

 

乙欄 
 
 
 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ａ
） 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ｂ
） 

オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス 

刊
行
支
援 

 新
規 

新
規 

新
規 

甲欄 
 

 複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

国際情報発信強化（Ａ） 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
※ ※  

国際情報発信強化（Ｂ） 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
※ ※  

オープンアクセス刊行支援 新規 
単独の学術団体等 

での応募 
※ ※  

 

空欄：双方の事業課題とも応募できる 

※：国際情報発信強化（Ａ）又は国際情報発信強化（Ｂ）のいずれか一方に応募できる 

（学術団体等が単独で応募する事業課題と、協力体制をとる学術団体等として応募する刊行物

及び応募対象経費の内容に重複が無いものとする。） 
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（表３）「複数の学術団体等での応募（甲欄）→ 複数の学術団体等での応募（乙欄）」型 

 

 

乙欄 
 
 
 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ａ
） 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ｂ
） 

オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス 

刊
行
支
援 

 新
規 

新
規 

新
規 

甲欄 
 

 複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

国際情報発信強化（Ａ） 新規 
複数の学術団体等 

での応募 
－ ×  

国際情報発信強化（Ｂ） 新規 
複数の学術団体等 

での応募 
× －  

オープンアクセス刊行支援 新規 
複数の学術団体等 

での応募 
※ ※ － 

 

空欄：双方の事業課題とも応募できる 

－：同一の応募区分においては、一つの事業課題にのみ応募できる 

×：一つの事業課題にのみ応募できる（甲欄の事業課題に応募した場合には、乙欄の事業課題に応    

募できない） 

※：国際情報発信強化（Ａ）又は国際情報発信強化（Ｂ）のいずれか一方に応募できる 
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（表４）「継続事業課題のある学術団体（甲欄）→ 新規応募可能な事業課題（乙欄）」型 

 

 

乙欄 
 
 
 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ａ
） 

国
際
情
報
発
信
強
化 

（
Ｂ
） 

オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス 

刊
行
支
援 

 新
規 

新
規 

新
規 

新
規 

新
規 

新
規 

甲欄 
 

 単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

単
独
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

複
数
の
学
術
団
体
等

で
の
応
募 

国際情報発信強化（Ａ） 

継続 単独の学術団体等 ▲ ※ ▲ ※   

継続 複数の学術団体等 ※ ▲ ※ ▲   

国際情報発信強化（Ｂ） 

継続 単独の学術団体等 ▲ ※ ▲ ※   

継続 複数の学術団体等 ※ ▲ ※ ▲   

オープンアクセス刊行支援 

継続 単独の学術団体等 ※ ※ ※ ※ ▲  

継続 複数の学術団体等 ※ ※ ※ ※  ▲ 

 

空欄：乙欄の事業課題に応募できる。      

▲：乙欄の事業課題に応募できない（甲欄の継続事業課題のみ実施する。） 

※：国際情報発信強化（Ａ）又は国際情報発信強化（Ｂ）のいずれか一方に応募できる  

（ただし、いずれの場合に於いても既に採択されている継続事業課題と、新規に応募する刊行物

及び応募対象経費の内容に重複が無いものとする。）  
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(5) 対象となる経費 

 

国際情報発信力の強化を行うための取組（査読審査、編集、出版及び電子ジャーナルでの流通

等）に必要となる経費とします。 

学術団体等の経常的な経費等これらの取組と直接関係しないものについては、対象となりませ

ん。 

（対象経費の具体的な例については、計画調書作成・記入要領を参照） 

    

(6) 助成期間   

 

５年間（５年間の内約には至らないが採択すべきとされた事業課題については、 

助成期間を単年として採択することがあります。） 

                   

５年間の内約を行った事業課題については３年目に中間評価を実施します。 

この評価結果により、４、５年目の助成額の見直し又は助成を中止する場合があります。 

 

(7) その他の留意点 

 

① 学術刊行物の発行に関わる学術団体等においては、採択された事業課題を開始しようとする

時までに、事業を遂行する上で必要な調達に関するルールを定めなければなりません。 

 

   ルールの作成に当たっては、例えば役員の所属する研究機関の調達ルールや 

国の基準を準用するなどして、適切に定めてください。 

 

 

② 学術刊行物の発行に関わる学術団体等において、採択された事業課題を開始しようとする時     

までに、学術刊行物に掲載された論文について他の媒体で公開もしくは利用する際の著作権 

に関するルールを定めることが求められています。 

 

著作権に関するルール（著作権ポリシー）の例 

・学術刊行物の刊行と同時に搭載を承認し、公式に発表した出版版を他の媒体で 

公開することを認めている。 

・学術刊行物の刊行後、一定期間（例えば６ヶ月）経過後に、出版版に至る前の 

著者最終原稿を公開することを認めている。 

・学術刊行物の刊行後、１年経過後に、他の媒体での公開を認めている。 

 

 

 

 

③ 学術図書〔科学研究費補助金〕 

 

(1) 対 象 

 

個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行しようとする学術図書、又

は我が国の優れた学術研究の成果を広く海外に提供するため、日本語で書かれた図書・論文を外国

語に翻訳・校閲の上刊行するもの。（電子媒体で刊行するものについても対象とします。） 

 

＜刊行のみ行うもの＞ 

研究成果の論文等について、刊行し、市販されるもので、学術的価値が高いもの（特に独創的

又は先駆的なもの）、又は学術の国際交流に重要な役割を果たすもの。 
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＜翻訳・校閲の上、刊行するもの＞ 

日本語で書かれた図書・論文を外国語に翻訳・校閲の上、刊行し、市販されるもので、学術的

価値が高いもの（特に独創的又は先駆的なもの）、又は学術の国際交流に重要な役割を果たすも

の。 

 

なお、以下に該当するものは公募の対象となりません。 

① 既に類似の成果が刊行されているもの 

② 既にインターネットや学術誌等を通じて公表されている論文、又は公表が義務付けられ

ている論文（例：博士論文）を単に集成し、刊行するもの 

③ 学術研究の成果とは言い難いもの 

④ 大学、研究所等の研究機関及び学術団体等がその事業として翻訳・校閲・刊行すべきも

の 

⑤ 出版社等の企画によって刊行するもの 

⑥ 市販しないもの 

⑦ 十分に市販性があるもの 

⑧ 事業期間のいずれかの年度における応募金額の合計が１０万円未満のもの 

 

(2) 対象となる経費 

      

学術図書の刊行に必要となる経費のうち次に該当する経費のみとなります。 

 

① 翻訳・校閲経費 

（ただし、当該事業の主体となる応募者本人及び研究者グループ等に参加している者への支

出は対象となりません。） 

② 直接出版費のうち以下のａ）～ｇ）の経費 

ａ）組版代   ｂ）製版代   ｃ）刷版代   ｄ）印刷代 

ｅ）用紙代   ｆ）製本代   ｇ）電子化代 

 

ただし、応募できる刊行経費の上限額（以下、「応募上限額」という。）は下記のとおりとします。 

ア. 学術図書を「紙媒体のみ」又は「紙媒体、電子媒体の双方」で刊行する場合 

応募上限額＝直接出版費（税込）－｛定価（税込）×0.7×0.5×（発行部数×0.6）｝ 

                                                  ＊0.7＝ 卸売係数 0.5＝原価率 0.6=売上率 

  ※「応募上限額」は、直接出版費（印刷に係る経費）から図書の売上げ収入見込みを差引いた、当該学術図書を刊行す

るために必要とされる経費として要求できる科研費の上限額です。 

 

 イ. 学術図書を「電子媒体のみ」で刊行する場合 

   応募上限額＝直接出版費（税込）×0.8  ＊0.8＝原価率  

※「応募上限額」は直接出版費（電子媒体作成経費）から図書の売上げ収入見込みを差引いた、当該学術図書を刊行す

るために必要とされる経費として要求できる科研費の上限額です。 

 

(3) 事業期間 

 

① 「刊行のみ行うもの」 １年（刊行は令和３(2021)年２月２８日まで） 

② 「翻訳・校閲の上刊行するもの」 １～２年 

a) 令和３(2021)年２月２８日までに、翻訳・校閲から刊行まで完了するものは１年 

b) 令和３(2021)年２月２８日までに翻訳・校閲を行い、令和４(2022)年２月２８日まで 

に刊行するものは２年（ただし、出版社等への原稿渡しは、令和３(2021)年４月１日 

以降とします。） 

③  翻訳者・校閲者又は出版社等への原稿渡しが、令和２(2020)年４月１日より前のものは 

公募の対象となりません。 

④  翻訳者・校閲者又は出版社等への原稿渡しを令和２(2020)年６月３０日までに必ず行う 

こと。 
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（ただし、採択後に、応募の際に予期できなかった事情により原稿渡しが遅れる場合は、日

本学術振興会に相談すること。）   

 

  （参考） 

対象となる事業期間については下表のとおりです。 

 
 
 
 

 

 
【翻訳・校閲期間】 

 
【出版社等への 
   原稿渡し日】 

 

 
【発行予定 
    年月日】 

 
開始日 完了日 

 
刊行のみを 
行うもの 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
令和2(2020)年4月 1日 

～ 

令和2(2020)年6月30日 

 
(【出版社等への原稿渡し日】) 

～ 

令和3(2021)年2月28日 
 
１年で 
翻訳・校閲の
上、刊行する
もの 

 
令和2(2020)年4月 1日 

～ 
令和2(2020)年6月30日 

 
(【翻訳・校閲期間】開始日) 

～ 
(【翻訳・校閲期間】完了日) 

 
(【翻訳・校閲期間】完了日以降） 

～ 

令和3(2021)年2月28日 

 
 
２年で 
翻訳・校閲の
上、刊行する
もの 
 

 
令和2(2020)年4月 1日 

～ 

令和2(2020)年6月30日 
 

 
(【翻訳・校閲期間】開始日) 

～ 

令和3(2021)年2月28日 
 

 
令和3(2021)年4月 1日 

～ 

令和3(2021)年6月30日 
 

 
(【出版社等への原稿渡し日】) 

～ 

令和4(2022)年2月28日 
 

  

(4) その他の留意点 

 

① 応募方法は、「紙媒体のみで刊行するもの」、「電子媒体のみで刊行するもの」、「紙媒 体

と電子媒体の双方で刊行するもの」のいずれでも可能です。 

② 紙媒体で刊行する場合、卸売価格は、原価を下回ることはできません。 

③ 紙媒体で刊行する場合、発行部数のうち市販以外の部数は３０部までとします。 

④ 本補助金による刊行は無印税とし、著者・編者・著作権者は、一切の利益を受けることがで

きません。 

⑤ 採択後、本補助金により刊行する場合は、書面による出版契約書の締結が必要になります。

（研究機関に所属する者については、所属機関の契約権者、出版社等の３者で契約を締結し

てください。） 

また、補助金は、当該年度の補助事業（刊行、翻訳・校閲、又は翻訳・校閲及び刊行）の

完了後に支払われます。 

⑥ 刊行物の発行後、刊行物の出荷先の一覧表及び出荷した際の伝票の写しを、出版社から徴収

し、出版契約書の発行部数との確認を行った上で、当該書類を提出することが必要になりま

す。 

なお、本補助金の交付を受けて刊行した図書については、そのうち１冊を日本学術振興会

に提出する必要があります。 

⑦ 出版社を選定する際に、当該出版社が日本学術振興会の様式内容に沿った見積書、出荷先一

覧等の提出に対応できることを必ず確認してください。 

 

④ データベース〔科学研究費補助金〕 

 

(1) 対 象 

 

我が国の学術研究の動向を踏まえ、データベースの必要性は高いが未整備の分野、我が国で発

展を遂げた分野、我が国がその研究や情報の世界的なセンターになっている分野等において、個

人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするもの。 

なお、既に実用に供し得る条件を備え、かつ、学術的価値が高く、次の条件を全て満たすものを

対象とします。 
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ａ）我が国の学術研究動向を踏まえ、次のいずれかの分野に属するもの 

・ 我が国における研究活動が国際的に主導的な立場にあり、我が国でデータベースを形成 

することが国際的にも期待されている分野 

・ 国内の優れた研究成果を国際的に適切に流通させるため、国内においてデータベース化 

する必要のある分野 

・ 国内で学術研究を推進する上で、データベースの形成に対して期待が高く、かつ国際的に

も同様な内容のデータベースが存在しない分野 

・ 国際的にも重要な分野で、データベースの形成に対して我が国に協力を求められている 

分野 

ｂ）データベース化するためのデータの収集、評価及びそのデータベース化の作業等について、 

作成組織及び技術的方式が確立しているもの 

ｃ）当該データベースにより、広く関係研究者等に情報提供サービスを行う方策が確立してお 

り、公開計画が明確なもの 

ｄ）データ容量、所要経費が相当量（額）以上であること 

 

また、採択されたもののうち、研究者による有効利用を通じ、当該分野における学術研究の発展

に特に有用であると見込まれるデータベースで、重点的かつ継続的な助成を行うものを「重点デ

ータベース」とし、その他を「一般データベース」とします。 

重点データベースとして採択されたものについては、事業期間（最長５年）を限度とした内約期

間及び内約額を提示するものとします。 

 

 (2) 対象となる経費 

      

データベースの作成に必要となる経費のうち次に該当する経費のみとなります。 

 

ａ）入力作業協力に対する人件費・謝金（入力作業への協力をする者に係る 

謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費） 

ｂ）入力作業委託費   

ｃ）著作権使用料 

ｄ）国内連絡旅費（入力作業に伴う作成組織間等の連絡・打合せ等のための旅費） 

ｅ）消耗品費（入力作業に必要となる消耗品に限る） 

ｆ）CD-ROM 又は DVD-ROM 等作成委託費（マスター作成代、ディスク代、複製代に限る） 

ｇ）その他（複写費、現像・焼付費、通信費（切手、電話等）、運搬費等） 

 

ただし、ａ）～ｃ）については、当該事業の主体となる応募者本人及び研究者グループ等に参加

している者（作成分担者等）への支出は対象となりません。ｆ）については、公開目的のものを対

象とします。 

また、事業期間のいずれかの年度における応募金額の合計が１０万円未満のものは公募の対象と

なりません。 

なお、データベース作成に必要となる経費であっても、データ収集・整理を行うための経費、シ

ステム開発・管理を行うための経費（書籍購入費、システム開発委託費、サーバー購入費、サーバ

ー保守費等）は補助対象となりません。 

 

 (3) 事業期間  １～５年間 

 

(4) その他の留意点 

 

業者の選定に際しては、所属する研究機関又は学会の規程に従って選定してください。個人での

応募の場合は、複数の業者から見積書を徴した上で、補助金（補助事業の遂行に必要な経費）の公

正かつ効率的な使用の観点で選定してください。 
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Ⅲ 応募する方へ 

 

 

１ 応募資格の確認 

 

応募の前に次の応募資格を満たしていることを確認してください。 

 

(1) 研究成果公開発表    

 

①  研究成果公開発表（Ｂ）：以下の条件を全て満たす者 

 

ア 学会（日本学術会議協力学術研究団体に限る。以下同じ。）の代表者、又は地方公共団     

体の設置する研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち、学術     

研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものの代表者      

（４８頁（参考２）科学研究費補助金取扱規程 第２条第１項第４号 参照） 

イ 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、令

和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない者 

 

応募に当たっては、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなければなりません。 

 

 

②  研究成果公開発表（Ｃ）：以下の条件を全て満たす者 

 

ア 学会の代表者 

イ 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、令

和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない者 

 

応募に当たっては、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなければなりません。 

 

(2) 国際情報発信強化 ：以下の条件を全て満たす者   

 

ア 学術刊行物の発行に関わる「学術団体等」の代表者 

「学術団体等」は、出版社及び研究機関（科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省 

告示第１１０号）第２条第１項に定める研究機関）を除き、かつ、所在地が日本国内にあ

るものに限ります。 

イ 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、令

和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない者 

 

応募に当たっては、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなければなりません。 

 

 (3) 学術図書   

 

刊行又は翻訳・校閲事業の主体となる個人又は研究者グループ等の代表者で以下の条件を全て

満たす著作権者 

   ア 応募時点において、日本国内に居住している者 

   イ 応募時に「完成した原稿等」（注）を提出することが可能な者 

ウ 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、令

和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない者 

       

（注）「完成した原稿等」とは、①刊行のみを行う場合は、出版社等へ原稿を渡して組版等の作業に取りか

かれる状態の原稿を指し、②翻訳・校閲の上、刊行を行う場合は、翻訳者・校閲者に原稿を渡して翻

訳・校閲作業に取りかかれる状態の原稿を指します。 
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 (4) データベース    

 

 データベース作成事業の主体となる個人又は研究者グループ等の代表者で以下の条件を全て

満たす者 

   ア 応募時点において、日本国内に居住している者 

イ 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、令

和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない者 

  

   ただし、学術団体等の応募に当たっては、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなけれ

ばなりません。 

                    

※ 他の科研費において研究期間終了後に研究成果報告書を特段の理由なく提出しない研究者から

新規の科研費の応募があった場合には、審査の上採択されても、科研費を交付しません。 

また、研究成果報告書の提出が予定されている者が研究成果報告書を特段の理由なく提出しな

い場合には、提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。 
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２ 応募者情報の登録及び応募用ＩＤ・パスワードの取得 

 

研究成果公開促進費に応募するためには、まず応募者自らがＷＥＢ（研究成果公開促進費応募者
向けページ https://www-shinsei.jsps.go.jp）上で応募者情報の登録（仮登録及び本登録）を行い、
研究成果公開促進費応募用ＩＤ・パスワードを取得した上で、当該ＩＤ・パスワードを使用して科
研費電子申請システムの研究成果公開促進費応募者用ページにアクセスし、計画調書を作成する必
要があります。e-Rad のＩＤ・パスワードとは異なり、別途取得する必要がありますので注意してく
ださい。 

応募用ＩＤ・パスワードの取得手続については、「令和２(2020)年度研究成果公開促進費応募用
ＩＤ・パスワード取得要領」及び「科研費電子申請システム研究成果公開促進費応募者向け操作手
引（応募手続き用）」に従って、手続を行ってください。 

ただし、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている者が応募者の場
合、「氏名（漢字等）、（フリガナ）」、「所属研究機関」、「部局名」、及び「職名」について
は、e-Rad の登録情報が反映されています。研究者情報に変更等がある場合は、所属研究機関の担当
者に申し出て、指示に従ってください。 

なお、応募用ＩＤ・パスワードは、本年度の応募期間中、１人の応募者（一つの団体）が複数取
得することはできず、同一の応募用ＩＤで重複応募可能な複数の種目に応募できます。採択されな
かった事業課題の審査の所見の開示にも必要ですので、応募書類提出後も適切に保管してください。 

また、応募用ＩＤ・パスワードは原則、本年度限り有効ですが、学術団体等として国際情報発信
強化に採択された場合は、当該取組の事業期間の最終年度前年度までに新たに他の種目に応募する
場合は今回取得したＩＤを継続して使用します。 

 
 

３ 応募書類の作成・応募方法等 

  

(1) 応募に必要な書類の作成  

 
  取得した応募用ＩＤ・パスワードを用いて、科研費電子申請システムの研究成果公開促進費応募
者用ページにアクセスし、応募に必要な書類を作成してください。 

  応募に必要な書類は、「Ｗｅｂ入力項目」と「添付ファイル項目」で構成される計画調書と「添
付資料（その他の審査資料等）」です。 

   
  ①「Ｗｅｂ入力項目」 

計画調書の応募者情報、事業名（シンポジウム等、取組、刊行物、データベース名）、応募額
等応募事業に係る基本データ等。応募者が科研費電子申請システムによりＷｅｂ上で入力する部
分。 

 
  ②「添付ファイル項目」 

計画調書の事業の目的、概要等の計画の内容に係る部分。様式は、日本学術振興会科学研究費
助成事業ホームページ（ＵＲＬ https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）から取得
してください。 

 
  ③「添付資料（その他の審査資料等）」 

経理関係規則、見積書及び応募種目に応じた審査資料等のＰＤＦを作成してください。見積書
及び発行部数積算書の様式は、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ（ＵＲＬ 
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）から取得してください。 

 
  ②「添付ファイル項目」及び③「添付資料（その他の審査資料等）」の作成後、科研費電子申請
システムにアクセスし、当該ファイルをアップロードすると、①「Ｗｅｂ入力項目」及び②「添付
ファイル項目」の内容を１つにまとめた「計画調書（ＰＤＦファイル）」が生成され、③ 「添付資
料（その他の審査資料等）」と併せて応募に必要な書類一式（システム上はＺＩＰファイル）が作
成されます（②「添付ファイル項目」及び③「添付資料（その他の審査資料等）」の各資料は３Ｍ
Ｂ以上のファイルは添付不可）。 

 

 

※応募に必要な書類については次頁の表を参照してください。 
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※応募書類の提出については、「Ⅵ 応募書類の提出等」（４４頁～４５頁）を参照してください。 

 

種目 

計画調書（ＰＤＦ） 添付資料（その他の審査資料等） 

Ｗｅｂ入力

項目 

添付ファイル項目 
ＰＤＦ化してシステムにアップロードする

資料 様式 
共通 

（経理体制・ 

監査体制） 

研究成果 

公開発表 

（Ｂ） 

科
研
費
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
入
力 

Ｓ－５１－１ 

Ｓ－５２ 

計画調書資料 

○経理関係規則 

研究成果 

公開発表 

（Ｃ） 

Ｓ－５１－２ 
計画調書資料 

○経理関係規則 

国際情報 

発信強化 
Ｓ－５１－３ 

計画調書資料 

○経理関係規則 

 

その他の審査資料 

Ⓐ学会等会則 

Ⓑ投稿規程 

Ⓒ最新年度決算書 

（応募対象の刊行事業のみに係る収支計算書が別にある

場合は、併せて提出すること。）  

Ⓓレフェリー制等の規程 

（閲読審査等について定めた規程、基準、指針等。） 

 

上記のほか、ホームページに最近の発行

状況を示す学術刊行物の情報を掲載して

いない場合は、最新刊行物等を１部郵送

すること。 
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種目 

計画調書（ＰＤＦ） 添付資料（その他の審査資料等） 

Ｗｅｂ入

力項目 

添付ファイル項目 
ＰＤＦ化してシステムに 

アップロードする資料 
郵送が必要な資料 

様式 

共通 

（経理体制

・ 

監査体制） 

学術図書 

科
研
費
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
入
力 

Ｓ－５１

－４ 

 

見積書 

 

その他の審査資料 

○発行部数積算書 

（紙媒体で刊行する場合のみ該当） 

 

その他の審査資料 

○完成した原稿等の写し

（１部） 

データ 

ベース 

Ｓ－５１

－５ 

Ｓ－５２ 

（学術団

体等が応

募する場

合） 

計画調書資料 

○経理関係規則 

（学術団体等が応募する場合） 

 

入力作業委託費見積書 

（令和２(2020)年度に入力作業委託費

を計上し、かつ、当該委託費が１００

万円を超える場合） 

 

ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－

ＲＯＭ等作成委託費見積書 

（応募する事業期間内のいずれかの年

度において CD-ROM 又は DVD-ROM 等の作

成委託費を計上し、 かつ、当該委託費

が２５０万円を超える場合） 

 

その他の審査資料 

Ⓐ利用規程 

Ⓑ検索過程・結果 

（検索開始から検索結果が表れるまで

の画面上の過程をそれぞれプリントス

クリーン等で印刷し、検索過程におけ

る画面上の流れが分かるようにしたも

の。） 

Ⓒ検索マニュアル 
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 (2) 応募書類作成に当たっての留意事項 

 

① 各種目共通事項 

 

1) 応募書類が所定の様式と同一規格であるか確認してください。所定の様式の改変は認めま

せん。 

2)  計画調書はモノクロ（グレースケール）印刷を行い審査委員に送付するため、印刷した

際、内容が不鮮明とならないよう、作成に当たっては注意してください。 

3)  添付ファイル項目及び各添付資料（その他の審査資料等）は３ＭＢ以上のファイルは添付

できません。 

 

※ 応募書類に含まれる個人情報は、科学研究費助成事業の業務のために利用（データの電算

処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）します。 

なお、採択された事業課題に関する情報（成果公開の名称、所属機関名、代表者氏名、交

付予定額等）については、「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３

年法律第１４０号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定されている情報」である

ものとします。これらの情報については、日本学術振興会ホームページ等により公開しま

す。 

 

② 研究成果公開発表 

 

1)  公募の対象となる事業であることを確認してください。（１３頁参照。）    

2)  応募に際して、審査区分を選定してください。 

  （３４頁「(3)審査区分の選定」参照。） 

3)  シンポジウム・学術講演会等名は、原則として変更できません。 

4)  応募書類は「研究成果公開発表計画調書作成・記入要領」に従い作成してください。 

5)  誤記入、記入漏れ、添付資料不備等があった場合は、審査の対象とならない場合がありま

す。 

6)  「経理関係規則」でＡ４判サイズ以外のものは、Ａ４判に拡大・縮小コピーを行うか、Ａ

４判の大きさの台紙に貼り付けるなどして、Ａ４判に統一したうえでＰＤＦ化してくださ

い。 

 

※ 研究成果公開発表（Ｂ）において、応募金額の枠内で「同一内容のシンポジウム等」を

２ヶ所以上で開催する場合は、複数の開催を１つの計画としてまとめた上で、１件の応募

としても差し支えありません。 

 

 

③ 国際情報発信強化 

 

1)  公募の対象となる事業であることを確認してください。（１６頁参照。）         

2)  応募に際して、審査区分を選定してください。 

  （３４頁「(3)審査区分の選定」参照。） 

3)  取組の名称は、原則として変更できません。 

4)  応募書類は「国際情報発信強化計画調書作成・記入要領」に従い作成してください。 

5)  誤記入、記入漏れ、添付資料不備等があった場合は、審査の対象とならない場合がありま

す。 

6)  「その他の審査資料」について、各資料の表紙（１ページ目）右上に丸囲みのアルファベ

ット（Ⓐ～Ⓓ）を記載してください。 

7)  「経理関係規則」及び「その他の審査資料」でＡ４判サイズ以外のものは、Ａ４判に拡大

・縮小コピーを行うか、Ａ４判の大きさの台紙に貼り付けるなどして、Ａ４判に統一したう

えでＰＤＦ化してください。 

8) 「最新刊行物等」を郵送する場合は、表紙右上に「整理番号」を記載してください。 
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9)  複数の学術団体等で協力体制をとる連合体等として応募する場合は、連合体等としての 

規則等を定める必要があります。 

10) 「その他の審査資料」について、やむを得ない事情により提出できない資料がある場合は、

必ず科研費電子申請システム上で、提出できない理由を入力してください。    

 

   ④ 学術図書 

 

1)  公募の対象となる事業であることを確認してください。（２２頁参照。）    

2)  応募に際して、審査区分を選定してください。 

     （３４頁「(3)審査区分の選定」参照。） 

3)  令和３(2021)年２月２８日までに刊行又は翻訳・校閲を完了させることが可能であるも 

ののみを公募の対象とします。 

なお、翻訳・校閲を行うものにあっては、令和４(2022)年２月２８日までに刊行できる 

ものに限ります。        

4) 「完成した原稿等」については、応募後に校正の範疇を超えて修正することはできません。 

         ただし、採択後、応募者及び出版社等の意思とは関係のない外的要因の発生により内容 

を変更する必要が生じた場合は、日本学術振興会に相談してください。（６８頁「問合せ先」

を参照。） 

5)  刊行物の名称は、原則として変更できません。 

6)  応募書類の作成、提出に当たり、出版社等が代行することは認めません。 

7)  複数の著作権者がいる場合、応募者は、著作権者全員から委任状を徴した上で応募して 

ください。徴した委任状の提出は不要ですので、応募者が適切に保管してください。 

8)  刊行及び翻訳・校閲の対象となっている論文等に、他者の論文等を引用している部分が 

あり、かつ引用した論文等の著作権者の許諾を受ける必要がある場合は、必ず利用許諾を 

受けた上で、応募してください。 

9)  出版社等及び翻訳者・校閲者と、本科研費の目的・性格等について事前に十分協議を行っ

た上で、応募書類を作成してください。また、出版社及び翻訳者・校閲者の選定に際しては、

事前に複数の出版社及び翻訳者・校閲者から見積書を徴した上で選定してください。見積書

は選定した出版社及び翻訳者・校閲者の見積書のみ提出してください。 

なお、見積価格の適切性については、専門家による検証結果を参考にし、査定を行います。 

10) 過去に科研費を受けて刊行した図書と同一体系の図書であっても、２２頁「(1)対象」の、

なお書き①～⑧の項目に該当しない場合であれば、当該年度において応募された個々の図書

の学術的価値に基づいて審査されます。 

11)  完成した原稿等の写しについては、必ず両面印刷し（原則としてＡ４判）、原稿が散逸し

ないよう適切なファイルに綴じ（市販のフラットファイル等で可）、表紙には表題、応募者

名、選択した区分内番号及び科研費電子申請システムで作成した計画調書右肩に表示される

整理番号、背表紙には区分内番号及び整理番号を記入したものを郵送にて必ず１部提出して

ください。なお、応募書類として提出いただいた完成した原稿等の写しについては返却しま

せん。 

12) 応募書類は「学術図書計画調書作成・記入要領」に従い作成してください。 

13) 誤記入、記入漏れ、添付資料不備等があった場合は、審査の対象とならない場合がありま

す。 

14) 「見積書（学術図書刊行用）」は必ず提出してください。 

         また、「見積書（学術図書翻訳・校閲用）」は、翻訳・校閲経費を必要とする場合に提 

出してください。 

15） 発行部数については、「発行部数積算書」により、発行部数の設定が妥当であるか確認  

してください（紙媒体で刊行する場合は必ず提出してください。）。 

16) ＰＤＦ化した「見積書」、「発行部数積算書」の原本は応募者が適切に保管してください。 

 

 

32



 

完成した原稿等の写し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ データベース 

 

1)  公募の対象となる事業であることを確認してください。（２４頁参照。）    

2) 応募に際して、審査区分を選定してください 

  （３４頁「(3)審査区分の選定」参照。） 

3) データベースの名称は、原則として変更できません。 

4) 画像等の利用については、応募の前に著作権者の利用許諾を得てください。 

5) 応募書類は「データベース計画調書作成・記入要領」に従い作成してください。 

6) 誤記入、記入漏れ、添付資料不備等があった場合は、審査の対象とならない場合がありま

す。 

7) 「入力作業委託費見積書」は、令和２(2020)年度に入力作業委託費を計上し、かつ、当該

委託費が１００万円を超える場合は、必ず提出してください。見積書の提出の際は、複数の

業者から見積書を徴した上で、選定した業者の見積書のみ提出してください。 

8) 「CD-ROM 又は DVD-ROM 等作成委託費見積書」は、応募する事業期間内のいずれかの年度に

おいて CD-ROM 又は DVD-ROM 等の作成委託費を計上し、かつ、当該委託費が２５０万円を超え

る場合は、必ず提出してください。見積書の提出の際は、複数の業者から見積書を徴した上

で、選定した業者の見積書のみ提出してください。 

9) ＰＤＦ化した「見積書」の原本は応募者が適切に保管してください。 

10)  「その他の審査資料」について、各資料の表紙（１ページ目）右上に丸囲みのアルファベ

ット（Ⓐ～Ⓒ）を記載してください。 

11) 「経理関係規則」及び「その他の審査資料」でＡ４判サイズ以外のものは、Ａ４判に拡大

・縮小コピーを行うか、Ａ４判の大きさの台紙に貼り付けるなどして、Ａ４判に統一したう

えでＰＤＦ化してください。 

12) 「その他の審査資料」について、やむを得ない事情により提出できない資料がある場合は、

必ず科研費電子申請システム上で、提出できない資料とその理由を入力してください。  

     

 

④学術図書 １１）の記入例 

 

完成した原稿等の写しの表紙には「表題」、「応募者氏名」、「区分内番号」及び

「整理番号」を必ず記入してください。 

背表紙には「区分内番号」及び「整理番号」を必ず記入してください。 

※複数の「区分内番号」を選択した場合は全て記載してください。 

 例）１１０と２１０を選んだ場合は １１０・２１０ と記載 

 

「区分内番号」及び「整理番号」は、必ず表紙の右上部分に記入してください。 

 

表題 

 

応募者氏名 

区分内番号 

整理番号 
区

分

内

番

号

整

理

番

号 

背表紙 
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(3) 審査区分の選定          

 

①  審査区分の選定 

ア 国際情報発信強化 

当該取組の内容に照らし最も適切と思われるものを、「令和２(2020)年度研究成果公開

促進費審査区分表Ⅰ」の中から必ず一つ選定してください（審査は全区分を通して行いま

すが、書面審査を分担するため「審査区分」を選定するものです。）。ただし、当該取組

の内容が広い分野にまたがる場合は、「広領域」として応募してください（「広領域」で

審査を希望する場合は、下記「②広領域での応募」を参照してください。）。 

 

   イ 研究成果公開発表、学術図書、データベース 

      当該シンポジウム・学術講演会等、学術図書又はデータベースの内容に照らし最も適切

と思われるものを、「令和２(2020)年度研究成果公開促進費審査区分表Ⅱ」の中から必ず

１つ選定してください。（審査は審査区分ごとに行いますが、書面審査を分担するため「区

分内番号」を選定するものです。） 

ただし、当該学術図書又はデータベースの内容が広い分野にまたがる場合、あるいは、

「令和２(2020)年度研究成果公開促進費審査区分表Ⅱ」の「参考となる関連分野」に該当

するものがない場合は、当該専門分野に最も近いと思われる「区分内番号」を選定するか、

「広領域」として応募してください。（「広領域」で審査を希望する場合は、下記「②広

領域での応募」を参照してください。） 

 

    ② 広領域での応募 

   ア 国際情報発信強化 

当該取組の内容が広い分野にまたがる場合は、複数の「審査区分（人文・社会、理工、

生物）」を選定してください。（審査は全審査区分を通して行いますが、書面審査を複数

の「審査区分」で分担します。） 

 

   イ 学術図書、データベース 

      当該刊行物又はデータベースの内容が広い分野にまたがる場合等は、複数の「審査区分

（人文科学、社会科学、理工及び生物）」（最大で３区分）を選定するとともに、選定し

た「審査区分」の中から、最も適切と思われる「区分内番号」をそれぞれ１つずつ選定し

てください。（選定したそれぞれの「審査区分」、「区分内番号」で審査されます。） 

ただし、同一の審査区分の中から複数の「区分内番号」を選定することはできません。 

 

 

 

令和２(2020)年度 研究成果公開促進費 審査区分表Ⅰ 

 

「国際情報発信強化」 

審査区分 参考となる関連分野 

人 文 ・ 社 会 

哲学 文学 言語学 史学 人文地理学・文化人類学 法学 政治学 経済学 経営学 

社会学 心理学 教育学  等 

理 工 数物系科学 化学 工学  等 

生 物 生物学 農学 医歯薬学  等 
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令和２(2020)年度 研究成果公開促進費 審査区分表Ⅱ 

「研究成果公開発表」「学術図書」及び「データベース」 

審査区分 区分内番号 参考となる関連分野 

人文科学 

1 1 0 : 哲 学 哲学・倫理学 中国哲学・印度哲学・仏教学 宗教学 思想史 美学・芸術諸学 美術史 

1 2 0 : 文 学 Ａ 日本文学 

1 3 0 : 文 学 Ｂ ヨーロッパ文学 中国文学 文学一般 その他文学Ａに該当しないもの

1 4 0 : 言 語 学 言語学 日本語学 英語学 日本語教育 外国語教育 

1 5 0 : 史 学 Ａ 日本史 

1 6 0 : 史 学 Ｂ 
史学一般 アジア史・アフリカ史 ヨーロッパ史・アメリカ史 考古学 文化財科学・博物

館学 その他史学Ａに該当しないもの 

1 7 0 : 
人 文 地 理 学 ・ 

文 化 人 類 学 
人文地理学 文化人類学・民俗学 

社会科学 

2 1 0 : 法 学 基礎法学 公法学 国際法学 社会法学 刑事法学 民事法学 新領域法学 

2 2 0 : 政 治 学 政治学 国際関係論 

2 3 0 : 経 済 学 
理論経済学 経済学説・経済思想 経済統計 経済政策 財政・公共経済 金融・ファイナ

ンス 経済史

2 4 0 : 経 営 学 経営学 商学 会計学 

2 5 0 : 社 会 学 社会学 社会福祉学 

2 6 0 : 心 理 学 社会心理学 教育心理学 臨床心理学 実験心理学 

2 7 0 : 教 育 学 Ａ 教育学 教育社会学 特別支援教育 

2 8 0 : 教 育 学 Ｂ 教科教育学 その他教育学Ａに該当しないもの 

理 工 

3 1 0 : 数 物 系 科 学 Ａ 数学 天文学 物理学 プラズマ科学 

3 2 0 : 数 物 系 科 学 Ｂ 地球惑星科学 その他数物系科学Ａに該当しないもの 

3 3 0 : 化 学 基礎化学 複合化学 材料化学 

3 4 0 : 工 学 Ａ 
応用物理学 計算科学 機械工学 電気電子工学 材料工学 プロセス・化学工学 総合

工学　情報学 その他工学Ｂに該当しないもの 

3 5 0 : 工 学 Ｂ 土木工学 建築学 

生 物 

4 1 0 : 生 物 学 基礎生物学 生物科学 人類学 

4 2 0 : 農 学 
生産環境農学 農芸化学 森林圏科学 水圏応用科学 社会経済農学 農業工学 動物生命

科学 境界農学 

4 3 0 : 医 歯 薬 学 薬学 基礎医学 境界医学 社会医学 内科系臨床医学 外科系臨床医学 歯学 看護学 
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４ 研究倫理教育の受講等について 

 科研費により行われる事業に参画する代表者については、令和２(2020)年度科学研究費助成事業の

新規事業課題の交付申請前までに、自ら研究倫理教育に関する教材（『科学の健全な発展のために－

誠実な科学者の心得－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、「研究倫理 eラ

ーニングコース(e-Learning Course on Research Ethics ［eL CoRE］)」、APRIN e ラーニングプロ

グラム（eAPRIN）等）の通読・履修をすること、または、「研究活動における不正行為への対応等に

関するガイドライン」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）を踏まえ研究機関が実施する研

究倫理教育の受講をすることが必要です。過去に研究倫理教育の受講等をしている場合や、他の研究

機関で研究倫理教育の受講等をした後に異動をした場合などには、所属する研究機関に研究倫理教育

の受講等について十分に確認してください。 

 また、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術振興会「科学の健全な発

展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項についても、

十分内容を理解し確認してください。 

 なお、代表者が研究倫理教育の受講等をしていることについて、交付申請時に書面により確認しま

す。 

※補助金を個人で管理する代表者は、令和２(2020)年度科学研究費助成事業の新規事業課題の交付
申請前までに、日本学術振興会が提供する研究倫理教育教材である『科学の健全な発展のために
－誠実な科学者の心得－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、又は研究
倫理 eラーニングコース（e-Learning Course on Research Ethics［eL CoRE］）の通読・履修
をしてください。
また、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術振興会「科学の健全

な発展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項に
ついても、十分内容を理解し確認してください。 
なお、代表者が研究倫理教育の受講等をしていることについて、交付申請時に書面により確認

します。 

５ 審査への協力について 

科研費の応募研究課題の審査は、研究者コミュニティ自らが選ぶ研究者が、個々の研究の学術的価

値を相互に評価・審査し合うピアレビュー（Peer Review）のシステムを採っており、毎年７，０００

名以上の研究者が審査委員として御協力くださることにより成り立っています。ピアレビューは、研

究者コミュニティの自律性の基礎となるものであって、学術研究の質を保証し向上させる上で重要な

役割を担っています。また、様々な種類の研究資金がある中で、研究者同士が「建設的相互批判の精

神」にのっとって、純粋に研究の学術的価値に基づき審査を行う科研費の審査制度は、我が国の学術

研究を将来にわたって支える上で不可欠であると言っても過言ではありません。 

そのため、日本学術振興会においては、公正で優れた審査委員を選考するため、科研費に採択され

た研究課題の研究代表者の所属・氏名等の情報を「審査委員候補者データベース（登録者数約１０３，

０００名（平成３０(2018)年度））」に登録し、当該データベースを活用して審査委員を選考してい

ます。 

科研費に採択された研究代表者は、研究遂行を通じて自身の研究を一層発展させることはもとよ

り、学術振興のため名誉と責任あるピアレビューアーの役割を担うことも期待されています。また、

審査委員としての経験は、学術的視野を更に広げることにもつながります。今後、日本学術振興会及

び文部科学省から審査に関する依頼があった場合には、積極的な御協力をお願いします。 

 なお、「審査委員候補者データベース」に登録している情報を常に最新に保つため、データベース

の情報の更新依頼を、所属研究機関を通じて毎年行っています（４月予定）ので、更新についても御

協力いただくようよろしくお願いします。 
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Ⅳ 既に採択されている方へ 
 

 

 令和２(2020)年度に継続が予定されている事業課題（以下「継続事業課題」という。）の取扱いに

ついては、次のとおりです。  

 

(1) 継続事業課題については、応募書類の提出は必要ありませんが、科研費の交付を受けるためには、

交付内定通知受領後、交付申請書等の必要書類を作成し、提出する必要があります。 

 

(2) ただし、事業計画の大幅な変更を行おうとする場合には、応募書類を提出しなければなりませ

ん。 

この場合、改めて審査を行うことになるため、変更が認められず、継続の内約そのものを取り

消すことがありますので、該当するかどうかについては、事前に日本学術振興会研究事業部研究

事業課へ相談してください。（６８頁「問合せ先等」参照） 

なお、内約期間（内約額が提示されている年度）を超える事業期間での応募はできません。ま

た、継続事業課題の増額応募については、原則として認めません。 

 

(3) 新規事業課題と同様、他の科研費において研究期間終了後に研究成果報告書を特段の理由なく提

出しない研究者から新規の科研費の応募があった場合には、審査の上採択されても、科研費を交付

しません。 

また、研究成果報告書の提出が予定されている者が研究成果報告書を特段の理由なく提出しない

場合には、提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。 

 

(4) 研究倫理教育の受講等については、継続事業課題についても、毎年度の交付申請時に書面により

確認します。 
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Ⅴ 研究機関の方へ 

 

「研究成果公開発表（Ｂ）」、「学術図書」、「データベース」に応募する者が次に該当する場合

は、応募手続等は所属する研究機関（日本学術振興会の特別研究員にあっては、受入研究機関）を通

じて行ってください。 

 

【研究成果公開発表（Ｂ）】 

 地方公共団体の設置する研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち、学術

研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものの代表者。（４８頁（参

考２）科学研究費補助金取扱規程 第２条第１項第４号 参照） 

 

【学術図書及びデータベース】 

   科学研究費補助金取扱規程第２条に定める研究機関に所属する者又は日本学術振興会の特別研究

員。（４８頁（参考２）科学研究費補助金取扱規程 第２条第１項第１号～第４号 参照） 

 

 
 

 

１ 科研費制度の趣旨、目的の共有 
 

科研費は、研究者の自由な発想に基づく独創的・先駆的な研究を支援するものです。 

応募研究課題の審査に当たっては、研究者コミュニティ自らが選ぶ研究者が、個々の研究の学術的価

値を相互に評価・審査し合うピアレビュー（Peer Review）のシステムを採っており、毎年７，０００

名以上の研究者の協力により支えられています（４６頁（参考１）審査等「１ 科研費の審査につい

て」参照）。 

科研費の審査においては、平成３０(2018)年度助成から新たな審査方式を導入するなどの改善を図

る一方で、近年、科研費のニーズの高まりを受けて応募件数が１０万件を超えており、応募件数の増

加に伴って、審査委員として御協力いただいている研究者の審査負担も増加しています。今後、仮に

審査負担が更に増加して研究者への負担が過度になってしまうと、研究者の教育研究への影響や審査

の質の低下も懸念されます。また、応募件数の増加については、昨今、一部研究機関において、科研

費への応募を組織の目標としていることもその一因になっていると考えられます。本来、科研費の応

募は研究者の発意に基づいて行われるものであり、各研究機関において科研費に応募させることを目

的化するようなことは望ましくありません。 

各研究機関におかれては、科研費制度の趣旨、目的を研究機関内で改めて共有してください。 

 

 

２ 「研究機関」としてあらかじめ行うべきこと 

 

(1) 「研究機関」としての要件と指定・変更の手続 

地方公共団体の設置する研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち、学

術研究を行うものとして文部科学大臣の指定を受けていない機関が、研究成果公開発表（Ｂ）に応

募するためには、まず、文部科学大臣の指定を受ける必要がありますので、事前に文部科学省研究

振興局学術研究助成課に御相談ください。 

なお、文部科学大臣の指定を受け、既に研究機関として認められている機関が、次の事項のいず

れかについて変更等を予定している場合には、その内容を速やかに文部科学省研究振興局学術研究

助成課に届け出てください。 

① 研究機関の廃止又は解散 

② 研究機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 

③ 研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織を定めた法令、条例、寄附行為 

その他の規約に関する事項 

また、研究機関は、次の要件を満たさなければなりませんので御留意ください。 
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＜要件＞ 

 ①科研費が交付された場合に、その活動を、当該研究機関の活動として行わせること 

 ②科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと 

 

 

(2) 研究機関に所属している研究者の研究者情報の登録（e-Rad） 

e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている者は、応募に当たって必

要な研究者情報のうち、「氏名（漢字等）、（フリガナ）」、「所属研究機関」、「部局名」、及

び「職名」の登録（更新）について、所属研究機関の担当者が e-Rad を利用し、手続を行う必要が

あります（既に登録されている内容に修正すべき事項がある場合には正しい情報に更新する必要が

あります。）。 

具体的な登録方法については、e-Rad の「所属研究機関用マニュアル（研究機関事務代表者用、

研究機関事務分担者用）」を確認してください。 

なお、e-Rad による研究者情報の登録については、登録期間（期限）を設けていませんので、随

時可能となっています。 

ただし、応募書類提出期限より後に計画調書の提出（送信）があっても受理しませんので、時間

に十分余裕を持って提出（送信）できるよう、早めに研究者情報の登録（更新）を完了するように

してください。 

本手続については、応募に当たって研究機関内での取りまとめに支障を来さないよう、研究機関

が行う重要手続の一つとして位置付け、諸手続（研究機関内での周知等も含む。）を行うようにし

てください。 

  

 
(3) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体 

制整備等自己評価チェックリスト」の提出 
科研費による研究の実施に当たり、研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査の

ガイドライン（実施基準）」（平成２６年２月１８日改正 文部科学大臣決定）（以下「公的研究

費ガイドライン」という。）の内容について遵守する必要があり、公的研究費の管理・監査体制を

整備し、その実施状況等を「公的研究費ガイドライン」に基づく「体制整備等自己評価チェックリ

スト」（以下「体制整備等自己評価チェックリスト」という。）により報告しなければなりません。 

このため、「令和２(2020)年度科研費の新規事業課題に応募する代表者が所属する予定の研究

機関」及び「令和２(2020)年度も事業課題を継続する代表者が所属する予定の研究機関」は文部

科学省ホームページ「「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基

準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について」(URL: 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm)の提出方法や様式等に基

づき、「体制整備等自己評価チェックリスト」を令和元(2019)年１２月２日（月）ま

でに e-Rad を利用して文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に提出してください。

ただし平成３１(2019)年４月以降に、別途、「体制整備等自己評価チェックリスト」を提出している

場合には、今回、改めて提出する必要はありません。 

なお、「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出がない場合には、当該研究機関に所属す

る代表者への交付決定を行いません。 

 

（注）e-Rad の使用に当たっては、研究機関用のＩＤ・パスワードが必要になります。 

  

＜問合せ先＞ 

（公的研究費ガイドラインの様式・提出等について） 

文部科学省 研究振興局 振興企画課 競争的資金調整室 

e-mail: kenkyuhi@mext.go.jp 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm 

 

（e-Rad への研究機関登録について） 

府省共通研究開発管理システム ヘルプデスク 
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   電話：0570-066-877（ナビダイヤル） 

 受付時間：9：00～18：00 

 ※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3日）を除く 

      ＵＲＬ：https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html  

 

（e-Rad の利用可能時間） 

   （月～日）0:00～24:00（24 時間 365 日稼働） 

    ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポー    

タルサイトにてあらかじめお知らせします。 

 

 

(4) 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「取組状況に係る 

チェックリスト」の提出  

科研費による研究の実施に当たり、研究機関は、「研究活動における不正行為への対応等に関 

するガイドライン」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）（以下「不正行為ガイドライ 

ン」という。）の内容について遵守する必要があり、「不正行為ガイドライン」に基づく「取組 

状況に係るチェックリスト」（以下「研究不正行為チェックリスト」という。）を提出しなけれ 

ばなりません。 

このため、「令和２(2020)年度科研費の新規事業課題に応募する代表者が所属する予定の研究機    

関」及び「令和２(2020)年度も事業課題を継続する代表者が所属する予定の研究機関」は、文部科 

学省ホームページ「「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組 

状況に係るチェックリスト（平成３１年度版）の提出について（依頼）」 

(URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1415332.htmの提出方法や様式等に基づき、「研究不  

正行為チェックリスト」を令和元(2019)年９月３０日（月）までに e-Rad を利用して文部科学省科 

学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室に提出してください。ただし、平成３１(2019)年４ 

月以降に、別途、「研究不正行為チェックリスト」を提出している場合には、今回、改めて提出す  

る必要はありません。 

なお、「研究不正行為チェックリスト」の提出がない場合には、当該研究機関に所属する代表 

者への交付決定を行いません。 

 

※「研究不正行為チェックリスト」は、「公的研究費ガイドライン」に基づく「体制整備等自己     

評価チェックリスト」とは e-Rad を使用する点では同一ですが、提出する宛先が異なり、両チェ 

ックリストの提出が必要となりますので、御注意ください。 

 

 

（注）e-Rad の使用に当たっては、研究機関用の ID・パスワードが必要になります。 

 

＜問合せ先＞ 

（不正行為ガイドラインの様式・提出等について） 

※公的研究費ガイドラインの問合せ先とは異なります。 

 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 研究公正推進室 

    E-mail：kiban@mext.go.jp 

      ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm 

 

（e-Rad への研究機関登録について） 

 府省共通研究開発管理システム ヘルプデスク 

 電話：0570-066-877（ナビダイヤル） 

 受付時間：9:00～18:00 

※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3日）を除く 

      ＵＲＬ：https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html 
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（e-Rad の利用可能時間帯） 

（月～日）0:00～24:00（24 時間 365 日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポー

タルサイトにてあらかじめお知らせします。 

 

 

(5)  不正行為ガイドラインに基づく「研究倫理教育」の実施等 

新事業の代表者については交付申請前までに、以下のことを行う必要があります。 

・自ら研究倫理教育に関する教材（『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』日本

学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、 「研究倫理 e ラーニングコース（e-

Learning Course on Research Ethics［eL CoRE］）」、APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）

等）の通読・履修をすること、又は、「不正行為ガイドライン」を踏まえ研究機関が実施する

研究倫理教育の受講をすること。 

・日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術振興会「科学の健全な発展

のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項につい

て、十分内容を理解し確認すること。 

そのため、各研究機関におかれては、「不正行為ガイドライン」に基づき、研究倫理教育を実施

していただくとともに、研究者が研究遂行上配慮すべき事項について周知してください。 

 

 

(6) 公募要領の内容の周知   

公募要領の内容については、あらかじめ広く研究機関内の研究者の皆様に対してその内容を周知

してください。特に、記載事項や応募書類の提出期限などについては、誤解の無いように周知をお

願いします。 

なお、公募要領については、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ

（https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）で御覧いただけますので、御利用くださ

い。 

 

 

(7) 応募予定者から依頼のあった研究成果公開促進費の応募等の諸手続き及び管理の委任につい 

ての回答 

研究機関に所属する者又は日本学術振興会の特別研究員（研究成果公開促進費の応募予定者）

が、研究成果公開促進費応募用の科研費電子申請システムのログインＩＤ・パスワードを取得する

ためには、以下の方法により、所属（受入）研究機関から応募者情報の確認及び研究成果公開促進

費の応募等の諸手続・管理の委任についての回答を受ける必要があります。 

ついては、「令和２(2020)年度研究成果公開促進費応募に係る電子手続の概要」及び「科研費電

子申請システム研究成果公開促進費所属研究機関担当者向け操作手引（応募手続き用）」に従って、

ＩＤ申請者情報を確認していただき、研究機関内の応募予定者からＩＤ・パスワードの取得申請が

あった場合には、速やかに応募者情報の確認及び研究成果公開促進費の応募等の諸手続・管理の委

任についての回答を行ってください。 

なお、ＩＤ・パスワード申請したことをメール等でお知らせする機能はありませんので、各研究

機関において、科研費電子申請システム外で、応募予定者よりＩＤ・パスワードの取得申請を行っ

たことについての連絡を受ける等し、確認漏れのないようにしてください。 

また、科研費の適正な執行管理の徹底を図るため、応募予定者から研究成果公開促進費の応募等

の諸手続・管理の委任についての依頼を受けた場合は、特段の理由がない限りこれを承諾してくだ

さい。 

 

※e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者、及び日本学術振

興会の特別研究員からの研究成果公開促進費の応募等の諸手続・管理の委任についての依頼を

不承諾とすることはできません。 
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（参考） 「令和２(2020)年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領」抜粋 

① 応募時点において、所属する研究機関(注)から次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると

認められ、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であるこ

と 

     ＜要件＞ 

       ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者 

     （有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究 

     活動そのものを主たる職務とすることを要しない。）であること 

    イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している 

     場合は除く。） 

    ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うこ 

     とを本務とする職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者など）で、学生の身 

     分も有する場合を除く。） 

 

     （注）研究機関は、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定される研究機関 

 

   (参考)研究機関が満たさなければならない要件 

   ＜要件＞ 

     ・科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること 

        ・科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと 

 

②  科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、

令和２(2020)年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないこと 

 
 

 ＜研究機関に所属する者又は日本学術振興会の特別研究員のＩＤ・パスワード取得方法＞ 

  ① 応募予定者自らがＷｅｂ（研究成果公開促進費応募者向けページ）上で、「応募者情報の

仮登録兼研究機関への研究成果公開促進費の応募等の諸手続及び管理の委任依頼」を行う。 

  ② ①で登録された研究機関の科研費電子申請システム（所属研究機関担当者向けメニュー）

に当該応募者情報（ＩＤ・パスワード申請者情報）が送信される。 

  ③ 研究機関担当者は、e-Rad のＩＤ・パスワードにより科研費電子申請システムにアクセス

し、科研費電子申請システム上で当該応募者情報の確認及び研究成果公開促進費の応募等の

諸手続き及び管理の委任についての回答（委任の「承諾」又は「不承諾」の登録）を行う。 

  ④ 応募者が登録したメールアドレスに仮登録完了通知が送信される。メール到着から７２時

間以内に当該メールに記載のＵＲＬにアクセスし、応募者情報本登録を完了すると、応募用

ＩＤ・パスワードを取得できる。 

 

 

３ 応募書類の提出に当たって確認すべきこと 

 

(1) 応募資格の確認 

応募書類に記載された応募者が、公募要領に定める応募資格を有するものであるか確認してくだ

さい。なお、その際、科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行っ

たとして、令和２(2020)年度に科研費の交付対象から除外されている者でないことについても必ず

確認してください。 

 

 

 (2) 応募者への確認 

応募書類に記載された応募者が、この公募要領に定める「Ⅱ  公募の内容」及び「Ⅲ 応募する方

へ」を確認した上で応募書類を作成していることを確認してください。 
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４ 応募書類の内容等の確認及び取りまとめ 

 

 計画調書等の応募書類については、それぞれの研究機関ごとに内容を確認し、日本学術振興会へ提

出します。e-Rad のＩＤ・パスワードにより科研費電子申請システムにアクセスし、応募者が作成し

た計画調書等（ＰＤＦファイル）の情報を取得し、その内容等について確認してください。日本学術

振興会に提出された応募書類は修正等を行うことができませんので内容を十分確認してください。そ

の際、以下の手順で内容の確認及び取りまとめを行ってください。 

 

①「計画調書」の確認 

以下(ア)、(イ)について確認してください。 

（ア）所定の様式と同一規格であるか 

（イ）誤記入及び記入漏れの箇所がないか 

 

②「添付資料」の確認 

以下(ア)～(エ)について確認してください。 

（ア）応募に必要な添付資料が揃っているか（２９頁～３０頁を参照） 

（イ）所定の様式と同一規格であるか 

（ウ）誤記入及び記入漏れの箇所がないか 

（エ）（学術図書のみ該当）現物の郵送が必須となる「完成した原稿等の写し」に必要事項 

が記載されているか（３３頁を参照） 

 

③「完成した原稿等の写し」の取りまとめ（学術図書） 

  「完成した原稿等の写し」の提出に当たっては、様式Ｕ－６０「応募書類の提出書」及び様

式Ｕ－６０別紙「完成原稿等（写）提出一覧」の作成が必要となります。様式Ｕ－６０別紙に

記入する整理番号は、計画調書１頁目の右上に印字される６桁の整理番号と一致していること

を十分に確認してください。その上で、整理番号の早い順から記入してください。「完成した

原稿等の写し」はＵ－６０別紙に記入した整理番号の順に並べ、様式Ｕ－６０及び別紙を先頭

に添付し、取りまとめるようにしてください。 

 
【学術図書５件の場合】 

 

  「完成した原稿等の写し」の取りまとめに当たっては、Ｕ－６０「応募書類の提出書」 

及び別紙「完成原稿等（写）提出一覧」を先頭に添付し、「完成した原稿等の写し」と 

ともに封筒等に入れて提出してください（整理番号等の入力内容及び件数が一致するこ 

とを確認してください。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   応募事業課題５件分 

 

※「完成した原稿等の写し」以外の応募書類については、科研費電子申請システムを 

利用した提出（送信）のため、紙媒体の取りまとめ及び提出は不要です。 

表紙 

 

Ｕ－６０ 

応 募 書 類

の提出書 

「完成原稿等（写）提出

一覧」の記載順に並べる 

完成した

原稿等の

写し 

別紙 

 

完成原稿

等（写）提

出一覧 
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Ⅵ 応募書類の提出等 
 

ア） 応募書類の提出方法 

 
 (1) 研究機関を通じて提出する場合 

   応募者は、所属研究機関が指定する期日までに、科研費電子申請システムで作成した応募書類
（ＰＤＦファイル）を当該研究機関に提出（送信）してください（直接日本学術振興会へ提出（送
信）することはできません。）。所属研究機関が日本学術振興会へ応募書類（ＰＤＦファイル）
を提出することとなります。 

学術図書の審査資料「完成した原稿等の写し」のみ、紙媒体で研究機関に提出してください。 
   

研究機関は、内容等を十分確認の上で、不備のない全ての応募書類（ＰＤＦファイル）につい
て承認処理を行ってください（日本学術振興会に応募書類（ＰＤＦファイル）を提出（送信）し
たことになります。）。なお、研究機関により承認処理が行われた応募書類（ＰＤＦファイル）
については修正等を行うことはできません。 
学術図書の審査資料「完成した原稿等の写し」のみ紙媒体の送付が必要になるため、４３頁「Ⅵ 

研究機関の方へ」「４ 応募書類の内容等の確認及び取りまとめ」「③「完成した原稿等の写し」
の取りまとめ（学術図書）」に従って応募事業課題分一括して提出してください。 

 

 (2) 個人で提出する場合（学会、学協会が応募する場合も含む） 
   応募者は、下記の応募書類の提出期限までに、科研費電子申請システムで作成した応募書類（Ｐ

ＤＦファイル）を日本学術振興会に提出（送信）してください。 
学術図書の審査資料「完成した原稿等の写し」の紙媒体または必要に応じて国際情報発信強化

の「最新刊行物等」を郵送で提出してください。 

 

 

イ） 日本学術振興会への提出（送信）期限 

 
  送信期限：令和元(2019)年１１月７日（木）午後４時３０分（厳守） 

  ※ 期限当日はシステムが大変混み合います。いかなる理由であっても、上記の期限よ

り後に提出（送信）された事業課題は受理しませんので、時間に十分余裕を持って提出

（送信）してください。 
 
 

学術図書「完成した原稿等の写し」、国際情報発信強化「最新の刊行物等」 

提出期間：令和元(2019)年１１月７日（木）～１１月１２日（火）（必着） 

  ※ 配達が証明できる方法（特定記録、小包、簡易書留、宅配便等）により上記の期間内

に到着するように、余裕を持って発送してください。提出期間外に到着した書類は受理

しません。 

※ 提出の際には、封筒等の表に「学術図書 完成した原稿等の写し 在中」又は「国際

情報発信強化 最新の刊行物等 在中」を朱書きしてください。研究機関が取りまとめ

て応募する場合は「研究機関番号（５桁）」も朱書きしてください。 

  ※ 送付された応募書類のうち、令和元(2019)年１１月１１日（月）までに発送したこと

が証明できる場合に限り、１１月１３日（水）に到着したものまで受理します。 
 

郵便等送付先：〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１（麹町ビジネスセンタービル） 

         独立行政法人日本学術振興会 研究事業部研究事業課 

        「研究成果公開促進費」応募受付担当 
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【留意事項】 

   応募書類の取りまとめ、提出に際しては次の点に留意してください。 

①  紙媒体による応募は受理しません。 

②  見積書はＰＤＦ化して科研費電子申請システムで送信（提出）となります。原本は応募者が

適切に保管してください。 

③  学術図書の「完成した原稿等の写し」は紙媒体の郵送による提出が必要です。 

④  国際情報発信強化において必要に応じて最新刊行物等を提出する場合は、紙媒体の郵送に

よる提出が必要です。 

⑤  科研費電子申請システムによる送信期限を過ぎた場合又は「完成した原稿等の写し」（学術

図書）、「最新の刊行物等」（国際情報発信強化）の紙媒体が提出期間内に到着しない場合、

当該応募は受理しません。 

⑥  応募書類が所定の様式と同一規格であるか確認してください。 

⑦  応募書類はモノクロ（グレースケール）印刷を行い審査委員に送付するため、印刷した際、

内容が不鮮明とならないよう、作成に当たっては御留意ください。 

⑧  研究機関から応募する場合で学術図書の課題数が多いことにより「完成した原稿等の写し」

を分割して送付する場合については、全てを同時に送付するとともに、その個数が分かるよう

にしてください（応募書類の取りまとめ方法については、４２頁「Ⅴ 研究機関の方へ」「３ 

応募書類の内容等の確認及び取りまとめ」を参照してください。）。 

⑨  応募書類の提出・受付後に、応募書類の訂正、再提出等を行うことはできません。 

⑩  当該年度経過後に、応募書類（ＰＤＦファイル）データは削除しますので、日本学術振興会

に提出（送信）した「応募書類の写し」は印刷する等し、必ず保管してください。 

⑪  応募に使用するＩＤ・パスワードは個人を確認するものであることから、その取扱い、管理

についても十分留意の上、応募の手続を行ってください。応募に関する電子申請手続の詳細

は、科研費電子申請システムの「操作手引」を参照してください。 

（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html） 
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（参考１）審査等 

 

１ 科研費の審査について 

 

科学研究費助成事業（科研費）では、次の点に留意して審査を行っています。研究成果公開促進費

についても同様の趣旨で審査を行います。 

 

科学研究費助成事業（科研費）は、我が国の学術振興に寄与すべく、人文学、社会科学から自然

科学まで全ての分野にわたり、学術研究を格段に発展させることを目的とする競争的資金です。 

 

学術研究は、研究者コミュニティが自ら選ぶ研究者が、科学者としての良心に基づき、個々の研

究の学術的価値を相互に評価・審査し合うピアレビュー（Peer Review）のシステムにより発展して

きました。 

 

科研費に関わる審査は、こうしたシステムの一翼を担う重要な要素です。そして、科研費の審査

委員は、学術の振興のために名誉と責任あるピアレビューアーの役割を任されています。研究者同

士が「建設的相互批判の精神」に則って行う科研費の審査は、学術研究の将来を左右すると言って

も過言ではありません。このため、次の点に留意することとしています。 

 

審査は応募者の研究を尊重することが前提です。審査委員は、応募者の研究計画が自身の専門分

野に近いかどうかにはかかわらず、応募者がどのような研究を行おうとしているのかを理解し、そ

の意義を評価・審査することとしています。また、科研費の審査は研究課題の審査ですので、研究

計画調書の内容に基づいて研究計画の長所（強い点）と短所（弱い点）を見極めて評価するととも

に、審査意見ではそれらを具体的に指摘することとしています。 

 

一方で、応募者は、自ら設定した課題の背景や経緯、国内外での位置付け、新規性、独自性、創

造性や具体的な研究計画が審査委員に分かるように研究計画調書に記載することが求められていま

す。 

 

審査委員と応募者がこのような姿勢で審査に臨むことにより、ピアレビューによる科研費の審査

が健全に機能します。 

 

科研費の審査委員としての経験は、学術的視野をさらに広げる貴重な機会でもあります。そし

て、学術コミュニティ全体が「建設的相互批判の精神」に則った審査を積み重ねることで、日本の

学術水準の向上につながることが期待されます。 

 

 

 

２ 審査の方法等 

 

科研費の審査は、提出された応募書類等に基づき、日本学術振興会科学研究費委員会で行います。 

なお、審査は非公開で行われ、提出された応募書類は返却しません。 

 「評価ルール」（「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（以下、「審査及び

評価に関する規程」という。））の詳細は、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ

（https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）で確認してください。 

（令和２(2020)年度に係る「審査及び評価に関する規程」については、１０月上旬頃に日本学術振興

会ホームページにおいて公開する予定です。） 

 

（１）「研究成果公開発表」「学術図書」「データベース」は、人文科学、社会科学、理工、生物の

４つの審査区分別の小委員会において、書面審査を行った上で、同一の審査委員による合議審査

を行います。 
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（２）「国際情報発信強化」は、国際情報発信強化小委員会において、書面審査を行った上で、同一

の審査委員による合議審査を行います。 

 

  
３ 審査結果の通知 

    

(1) 研究成果公開発表 

① 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関又は応募者に文書で通知します。 

（４月上旬予定） 

② 採択されなかった事業課題の応募者に対しては、科研費電子申請システムにより審査結果

の所見を開示します。（４月予定） 

 

(2) 国際情報発信強化 

① 審査結果に基づく採択、不採択については、応募者に文書で通知します。（４月上旬予

定） 

②  採択されなかった事業課題について、「国際情報発信強化（Ａ）」及び「オープンアクセ

ス刊行支援」の応募者には、科研費電子申請システムにより審査結果の所見を開示しま

す。（４月予定） 

また、「国際情報発信強化（Ｂ）」の応募者には、おおよその順位、応募事業課題の各評定

要素に係る審査委員の素点（平均点）及び採択された応募事業課題の平均点を科研費電子申

請システムにより開示します。（４月予定） 

 

 (3) 学術図書、データベース 

① 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関又は応募者に文書で通知します。 

（４月上旬予定） 

② 採択されなかった事業課題の応募者に対しては、科研費電子申請システムにより審査結果

の所見を開示します。（４月予定） 

 

 

４ 交付申請時の本人確認等 

 

採択された事業課題について、補助金の交付を希望する場合には、「補助金の交付申請手続」を行

う必要があります。その際、個人で補助金を管理する代表者の本人確認又は学会・学術団体等の団体

情報確認のため、以下のような証明書類を交付申請書類と併せて提出していただくことを予定してお

りますので、あらかじめ御承知おきください。 

 

（１）個人で補助金を管理する代表者 

運転免許証、パスポート等の写し（マイナンバーが記載されている書類は受け付けることがで

きません） 

 

（２）学会・学術団体等 

①法人の場合 

履歴事項全部証明書等（発行日より３ヶ月以内のもの） 

②任意団体（上記①以外の法人格の無い団体）の場合（ ※1)及び 2)のどちらも必要） 

1)代表者の本人確認書類（（１）個人で補助金を管理する代表者が提出する書類） 

2)任意団体の確認書類（任意団体の規約・会則・議事録や任意団体宛に官公庁から発行(発

給)された書類） 
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（昭和四十年文部省告示第百十号） 

改正  昭 43 文告 309・昭 56 文告 159・昭 60文告 127・昭 61 文告 156・平 10 文告 35・ 

平 11 文告 114・平 12文告 181・平 13 文科告 72・平 13 文科告 133・ 

平 14 文科告 123・平 15文科告 149・平 16 文科告 68・平 16 文科告 134・ 

平 17 文科告 1・平 18文科告 37・平 19文科告 45・平 20 文科告 64・ 

平 22 文科告 177・平 23文科告 93・平 24 文科告 143・平 25 文科告 31・ 

平 28 文科告 73・平成 30 文科告 54 

科学研究費補助金取扱規程を次のように定める。 

科学研究費補助金取扱規程 

（趣旨） 

第一条 科学研究費補助金の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。）及び補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和三十年政令第二百五十五号）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この規程において「研究機関」とは、学術研究を行う機関であつて、次に掲

げるものをいう。 

一 大学及び大学共同利用機関（別に定めるところにより文部科学大臣が指定する

大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関にあつては、当該大学共同利

用機関法人とする。） 

二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

三 高等専門学校 

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設

立された法人若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の

研究所その他の機関（国内に設置されるものに限る。）又は一般社団法人若しく

は一般財団法人のうち学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科

学大臣が指定するもの 

２ この規程において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他
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の用途への使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反し

た使用をいう。 

３ この規程において「不正行為」とは、研究費の交付の対象となつた事業において

発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又は

研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠つたことによるねつ造、

改ざん又は盗用をいう。 

４ 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社

等」という。）が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会

社等であつて、学術の振興に寄与する研究を行う者が所属するもの（第一項第一

号、第三号及び第四号に掲げるものを除く。）のうち、別に定めるところにより文

部科学大臣が指定するものは、同項の研究機関とみなす。 

 

（科学研究費補助金の交付の対象） 

第三条 科学研究費補助金は、次の各号に掲げる事業に交付するものとする。 

一 学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。）

であつて、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者とし

て所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者（日本学

術振興会特別研究員を含む。）が一人で行う事業若しくは二人以上の研究者が同

一の研究課題について共同して行う事業（研究者の所属する研究機関の活動とし

て行うものであり、かつ、研究機関において科学研究費補助金の管理を行うもの

に限る。）又は教育的若しくは社会的意義を有する研究であつて、研究者が一人

で行う事業（以下「科学研究」という。） 

二 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業（以下「研究成果の公

開」という。） 

三 その他文部科学大臣が別に定める学術研究に係る事業 

２ 独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年法律第百五十九号。以下「振興会

法」という。）第十五条第一号の規定に基づき独立行政法人日本学術振興会（以下

「振興会」という。）が行う業務に対して、文部科学大臣が別に定めるところによ

り科学研究費補助金を交付する。 

 

（科学研究費補助金を交付しない事業） 

第四条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者（学術団体を含む。以下この
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条において同じ。）が行う事業については、それぞれ当該各号に定める期間、科学

研究費補助金を交付しない。 

一 法第十七条第一項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取り消された

事業（以下「交付決定取消事業」という。）において科学研究費補助金の不正使

用を行つた者 法第十八条第一項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学

研究費補助金の返還の命令があつた年度の原則として翌年度以降一年以上十年以

内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 

二 前号に掲げる者と科学研究費補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定によ

り同号に掲げる者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされ

る期間と同一の期間 

三 法第二条第三項に規定する補助事業者等（以下「補助事業者」という。）のう

ち交付決定取消事業において法第十一条第一項の規定に違反した者（前二号に該

当する者を除く。） 法第十八条第一項の規定により当該交付決定取消事業に係

る科学研究費補助金の返還の命令があつた年度の原則として翌年度以降一年以上

二年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と認められる期間 

四 偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者又は当該偽り

その他不正の手段の使用を共謀した者 当該科学研究費補助金の返還の命令があ

つた年度の原則として翌年度以降五年間 

五 科学研究費補助金による事業において不正行為があつたと認定された者（当該

不正行為があつたと認定された研究成果に係る研究論文等の内容について責任を

負う者として認定されたものを含む。以下同じ。） 当該不正行為があつたと認

定された年度の原則として翌年度以降一年以上十年以内の間で当該不正行為の内

容等を勘案して科学技術・学術審議会において相当と認められる期間 

２ 前条の規定にかかわらず、振興会法第十八条第一項に規定する学術研究助成基金

を財源として振興会が支給する助成金（以下「基金助成金」という。）を一定期間

交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、基金助成金を

交付しないとされた期間、科学研究費補助金を交付しない。 

一 基金助成金の不正使用を行った者 

二 基金助成金の不正使用を共謀した者 

三 振興会法第十七条第二項の規定により準用される法第十一条第一項の規定に違

反した補助事業者（前二号に該当する者を除く） 

四 偽りその他不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他
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不正の手段の使用を共謀した者 

五 基金助成金による事業において不正行為があったと認定された者 

３ 前条の規定にかかわらず、国又は独立行政法人が交付する給付金であつて、文部

科学大臣が別に定めるもの（以下「特定給付金」という。）を一定期間交付しない

こととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、文部科学大臣が別に定め

る期間、科学研究費補助金を交付しない。 

一 特定給付金の不正使用を行つた者 

二 特定給付金の不正使用を共謀した者 

三 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、法令又はこれに基づく国の機関

若しくは独立行政法人の長の処分に違反した者 

四 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他

不正の手段の使用を共謀した者 

五 特定給付金による事業において不正行為があつたと認定された者 

４ 前条の規定にかかわらず、公募型の研究費（科学研究費補助金、基金助成金及び

特定給付金を除く。）又は国立大学法人若しくは独立行政法人に対する運営費交付金

若しくは私立学校に対する助成の措置等の基盤的経費その他の予算上の措置（文部

科学省が講ずるものに限る。）による研究において不正行為があったと認定された者

が行う事業については、当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年

度以降一年以上十年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる

期間、科学研究費補助金を交付しない。 
 

（補助金の交付申請者） 

第五条 第三条第一項第一号及び第二号に係る科学研究費補助金（同条第二項に係る

ものを除く。以下「補助金」という。）の交付の申請をすることができる者は、次

のとおりとする。 

一 科学研究に係る補助金にあつては、科学研究を行う研究者の代表者 

二 研究成果の公開に係る補助金にあつては、研究成果の公開を行う個人又は学術

団体の代表者 

 

（計画調書） 

第六条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果

の公開（以下「科学研究等」という。）に関する計画調書を別に定める様式により
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文部科学大臣に提出するものとする。 

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学大臣が公表する。 

 

（交付の決定） 

第七条 文部科学大臣は、前条第一項の計画調書に基づいて、補助金を交付しようと

する者及び交付しようとする予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その

者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。 

２ 文部科学大臣は、補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たつ

ては、文部科学大臣に提出された計画調書について、科学技術・学術審議会の意見

を聴くものとする。 

 

第八条 前条第一項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、

文部科学大臣の指示する時期までに、別に定める様式による交付申請書を文部科学

大臣に提出しなければならない。 

２ 文部科学大臣は、前項の交付申請書に基づいて、交付の決定を行ない、その決定

の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に

通知するものとする。 

 

（科学研究等の変更） 

第九条 補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更（文部

科学大臣が別に定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ文

部科学大臣の承認を得なければならない。 

 

（補助金の使用制限） 

第十条 補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用し

なければならない。 

 

（実績報告書） 

第十一条 補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、すみやかに別

に定める様式による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。補助金

の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。 

２ 前項の実績報告書には、補助金により購入した設備、備品又は図書（以下「設備
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等」という。）がある場合にあつては、別に定める様式による購入設備等明細書を

添付しなければならない。 

３ 第一項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う科学研究等に関する計画

を記載した書面を添付しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第十二条 文部科学大臣は、前条第一項前段の規定による実績報告書の提出を受けた

場合においては、その実績報告書の審査及び必要に応じて行なう調査により、科学

研究等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するも

のとする。 

 

（研究成果報告書） 

第十三条 補助金の交付を受けた者は、文部科学大臣の定める時期までに、文部科学

大臣の定めるところにより、第六条第一項の計画調書上の計画に基づいて実施した

事業の成果について取りまとめた報告書（以下「研究成果報告書」という。）を文

部科学大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の文部科学大臣の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、

さらに文部科学大臣が別に指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提

出しない場合には、文部科学大臣は、第七条第一項の規定にかかわらず、この者に

対して交付予定額を通知しないものとする。第三条第二項に係る科学研究費補助金

又は基金助成金の研究成果報告書を、振興会の指示する時期までに提出しない場合

についても同様とする。 

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、文部科学

大臣又は振興会が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、文部

科学大臣は、第七条第一項の規定に基づき、交付予定額を通知するものとする。 

 

（帳簿等の整理保管） 

第十四条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書

等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終

了後五年間保管しておかなければならない。 
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（経理の調査） 

第十五条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に

対し、その補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めること

ができる。 

 

（科学研究等の状況の調査） 

第十六条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に

対し、科学研究等の状況に関する報告書の提出を求め、又は科学研究等の状況を調

査することができる。 

 

（研究経過及び研究成果の公表） 

第十七条 文部科学大臣は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研

究経過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができ

る。 

２ 文部科学大臣は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表

することができる。 

 

（設備等の寄付） 

第十八条 第五条第一号に係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購

入したときは、直ちに、当該設備等を当該補助金の交付を受けた者が所属する研究

機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。 

２ 第五条第一号に係る補助金の交付を受けた者は、設備等を直ちに寄付することに

より研究上の支障が生じる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前項

の規定にかかわらず、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄付し

ないことができる。 

 

第十九条 第三条第一項第三号に係る科学研究費補助金に関し必要な事項は、別に文

部科学大臣が定める。 

 

（その他） 

第二十条 この規程に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その

つど文部科学大臣が定めるものとする。 
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附 則 

この規程は、昭和四十年四月一日から実施する。 

附 則 （昭和四三年一一月三〇日文部省告示第三〇九号） 

この規程は、昭和四十三年十一月三十日から実施する。 

附 則 （昭和五六年一〇月一五日文部省告示第一五九号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和六〇年一一月二日文部省告示第一二七号） 

この告示は、昭和六十年十一月二日から施行し、昭和六十年度分以後の補助金につ

いて適用する。 

附 則 （昭和六一年一二月二五日文部省告示第一五六号） 

この告示は、昭和六十一年十二月二十五日から施行し、昭和六十一年度以降の補助

金について適用する。 

附 則 （平成一〇年三月一九日文部省告示第三五号） 

この告示は、平成十年三月十九日から施行し、平成九年度以降の補助金について適

用する。 

附 則 （平成一一年五月一七日文部省告示第一一四号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。 

附 則 （平成一二年一二月一一日文部省告示第一八一号） 抄 

（施行期日） 

１ この告示は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行

の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

附 則 （平成一三年四月一九日文部科学省告示第七二号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 

附 則 （平成一三年八月二日文部科学省告示第一三三号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に改正前の科学研究費補助金取扱規程第二条第三号の規定

による研究機関である法人及び同条第四号の規定による指定を受けている機関は、

改正後の科学研究費補助金取扱規程第二条第四号の規定による指定を受けた研究機

関とみなす。 

附 則 （平成一四年六月二八日文部科学省告示第一二三号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成十四年度以降の補助金について適用する。 
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附 則 （平成一五年九月一二日文部科学省告示第一四九号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、第五条

第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに第六条第二項の改正規定は、平成十五

年十月一日から施行する。 

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第三項の規定は、法第

十八条第一項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施

行日前である交付決定取消事業を行つた研究者が行う事業については、適用しな

い。 

附 則 （平成一六年四月一日文部科学省告示第六八号） 

１ この告示は、平成十六年四月一日から施行する。 

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第三項第三号の規定

は、この告示の施行前に交付の決定が行われた科学研究費補助金に係る交付決定取

消事業を行つた研究者については、適用しない。 

附 則 （平成一七年一月二四日文部科学省告示第一号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第四項及び第五項の規

定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である事業を

行った研究者又は当該研究者と共謀した研究者が行う事業については、適用しな

い。 

附 則 （平成一八年三月二七日文部科学省告示第三七号） 

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一九年三月三〇日文部科学省告示第四五号） 

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二〇年五月一九日文部科学省告示第六四号） 

１ この告示は、公布の日から実施し、平成二十年度以降の補助金について適用す

る。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）の施行の日から実施す

る。 

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程（以下「新規程」という。）

第四条第一項第一号及び第三号の規定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。）第十八条第一項の
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規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成十五年九月十二日よりも

前である法第十七条第一項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取消され

た事業において不正使用を行った者又は法第十一条第一項の規定に違反して科学研

究費補助金の使用を行った補助事業者（法第二条第三項に規定する補助事業者等を

いい、新規程第四条第一項第一号又は第二号に該当する者を除く。）については、

適用しない。 

３ 新規程第四条第一項第四号の規定は、平成十六年四月一日よりも前に交付の決定

が行われた事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。 

４ 新規程第四条第一項第二号及び第五号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じ

られた日が平成十七年一月二十四日よりも前である事業において科学研究費補助金

の不正使用を共謀した者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付

を受けた者若しくは当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者については、適

用しない。 

附 則 （平成二二年一二月二八日文部科学省告示第一七七号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二三年六月二日文部科学省告示第九三号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二四年九月一二日文部科学省告示第一四三号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二五年三月一三日文部科学省告示第三一号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示の施行前に科学研究費補助金取扱規程（以下「規程」という。）第四条

に規定する交付決定取消事業において規程第二条第六項に規定する不正使用を行っ

た者に対する当該不正使用に係るこの告示による改正後の規程第四条第一項第一号

の規定の適用については、同号中「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。 

附 則 （平成二八年三月三一日文部科学省告示第七三号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 
２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第四条第四項の規定は、平成二

十六年度以前の会計年度に係る研究費による研究において不正行為があったと認定

された者が行う事業については、適用しない。 
附 則 （平成三〇年三月二七日文部科学省告示第五四号） 

 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。 
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（参考３） 

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領 

（平成 15 年 10 月 ７日規程第 17 号） 

 

改正 平成 16 年 ４月 14 日規程第 ９号 

改正 平成 16 年 ９月 10 日規程第 14 号 

改正 平成 17 年 ２月 ２日規程第 １号 

改正 平成 17 年 ４月 ７日規程第 ７号 

改正 平成 18 年 ４月 14 日規程第 ９号 

改正 平成 19 年 ４月 ２日規程第 12 号 

改正 平成 20 年 ６月 10 日規程第 ９号 

改正 平成 22 年 ４月 19 日規程第 ６号 

改正 平成 22 年 ９月 ７日規程第 21 号 

改正 平成 23 年 ４月 25 日規程第 18 号 

改正 平成 23 年 ４月 28 日規程第 20 号 

改正 平成 24 年 10 月 31 日規程第 20 号 

改正 平成 25 年 ３月 13 日規程第 ２号 

改正 平成 25 年 ６月 12 日規程第 23 号 

改正 平成 26 年 ６月 ３日規程第 18 号 

                        改正 平成 27 年 ４月 １日規程第 22 号 

                        改正 平成 28 年 ４月 28 日規程第 49 号 

改正  平成 29 年 ４月 27 日規程第 11 号 

改正  平成 30 年 ３月 30 日規程第 ３号 

改正  平成 30 年 ６月 18 日規程第 65 号 

 

 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が交付を行う科学研究費助成事

業（科学研究費補助金）（以下「補助金」という。）の取扱いについては、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「法」という。）、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、独立行政法人日本学術振興

会法（平成 14 年法律第 159 号。以下「振興会法」という。）及び科学研究費補助金取扱規程（昭

和 40 年文部省告示第 110 号。以下「取扱規程」という。）に定めるもののほか、この取扱要領の

定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この取扱要領は、科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱（平成 11 年４月 12 日文部大

臣裁定。以下「交付要綱」という。）第 18 条第１項及び独立行政法人日本学術振興会業務方法書

（平成 15 年規程第１号）第４条の規定に基づき、振興会から研究者に対して交付する補助金の交

付の対象、申請、交付その他の取扱いに関する細目を定め、もって補助金の適正かつ効率的な執

行を図ることを目的とする。 
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（定義） 

第３条 この取扱要領において「補助金」とは、文部科学省から交付される科学研究費補助金から

支出する研究費であって、次に掲げるものをいう。 

一 科学研究費（特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（S）、基盤研究（A）、基盤研究（B）、

若手研究（A）、挑戦的研究（開拓）、研究活動スタート支援、奨励研究） 

二 研究成果公開促進費 

三 特定奨励費 

四 特別研究員奨励費 

２ この取扱要領において「研究機関」とは、取扱規程第２条第１項に規定する研究機関及び同条

第４項の規定により研究機関とみなすものをいい、学術研究を行う機関であって第一号から第四

号に掲げるもの及び第五号に掲げるものをいう。 

一 大学及び大学共同利用機関（文部科学大臣が指定する大学共同利用機関法人が設置する大学

共同利用機関にあっては、当該大学共同利用機関法人とする。） 

二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

三 高等専門学校 

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人

若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関（国内

に設置されるものに限る。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うも

のとして文部科学大臣が指定するもの 

五 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社等」という。）

が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であって、学術の振興

に寄与する研究を行う者が所属するもの（第１号及び前２号に掲げるものを除く。）のうち、

文部科学大臣が指定するもの 

３ この取扱要領において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途へ

の使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。 

４ この取扱要領において「不正行為」とは、研究費の交付の対象となった事業において発表され

た研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又は研究者としてわきまえ

るべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造、改ざん又は盗用をいう。 

 

（補助金の交付の対象） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業（以下「補助事業」という。）と

する。 

一 学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。）であって、研

究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、当該研究

機関の研究活動に実際に従事している研究者（振興会特別研究員を含む。）が一人で行う事業

若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業（研究者の所属する研

究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において補助金の管理を行うものに限る。）

又は教育的若しくは社会的意義を有する研究であって、研究者が一人で行う事業（以下「科学

研究」という。） 

二 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業（以下「研究成果の公開」という。） 

三 学術上価値が高く、散逸することにより我が国の学術研究の進展に悪影響を及ぼすおそれの

ある資料の収集、保管及び公開を含む特色ある研究に関する学術団体が行う事業又は長期にわ

たる研究活動を通じて蓄積された学術上の専門知識、実験用の試料等が必要とされる特色ある
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研究を継続的に行うものであって、当該研究が中断することにより我が国の学術研究の進展に

悪影響を及ぼすおそれのある学術団体が行う事業（以下「研究事業」という。） 

２ 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として振興会が認める

経費とする。 

 

（補助金を交付しない事業） 

第５条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者（学術団体を含む。以下この条にお

いて同じ。）が行う事業については、それぞれ当該各号に定める期間、補助金を交付しない。 

一 法第 17 条第１項の規定により補助金の交付の決定が取り消された事業（以下「交付決定取消

事業」という。）において補助金の不正使用を行った者 法第 18 条第１項の規定により当該交

付決定取消事業に係る補助金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降１年以上 10

年以内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 

二 前号に掲げる者と補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げる者が行う

事業について補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間 

三 法第２条第３項に規定する補助事業者等（以下「補助事業者」という。）のうち、交付決定

取消事業において法第 11 条第１項の規定に違反した者（前２号に掲げる者を除く。） 法第

18 条第１項の規定により当該交付決定取消事業に係る補助金の返還の命令があった年度の原

則として翌年度以降１年以上２年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と認められる期間 

四 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用

を共謀した者 当該補助金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降５年間 

五 補助金による事業において不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定

された研究成果に係る研究論文等の内容について責任を負う者として認定されたものを含む。）

当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年度以降１年以上 10 年以内の間で当

該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間 

 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、振興会法第 18 条第１項に規定する学術研究助成基金を財源と

して支給する助成金（以下「基金助成金」という。）を一定期間交付しないこととされた次の各

号に掲げる者が行う事業については、基金助成金を交付しないとされた期間、補助金を交付しな

い。 

一 基金助成金の不正使用を行った者 

二 基金助成金の不正使用を共謀した者 

三 振興会法第 17 条第２項の規定により準用される法第 11 条第１項の規定に違反した補助事業

者（前２号に該当する者を除く） 

四 偽りその他の不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段

の使用を共謀した者 

五 基金助成金による事業において不正行為があったと認定された者 

 

３ 前条第１項の規定にかかわらず、同項第１号に規定する補助事業が、取扱規程第４条第３項の

特定給付金等を定める件（平成 16 年８月 24 日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。）

第１条に定める特定給付金を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業に

ついては、大臣決定第２条に定める期間、補助金を交付しないものとする。 

一 特定給付金の不正使用を行った者 

二 特定給付金の不正使用を共謀した者 

60



 

 

三 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立

行政法人の長の処分に違反した者 

四 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の

使用を共謀した者 

五 特定給付金による事業において不正行為があったと認定された者 

４ 前条第１項の規定にかかわらず、公募型の研究費（補助金、基金助成金及び特定給付金を除く。）

又は国立大学法人若しくは独立行政法人に対する運営費交付金若しくは私立学校に対する助成の

措置等の基盤的経費その他の予算上の措置（文部科学省が講ずるものに限る。）による研究にお

いて不正行為があったと認定された者が行う事業については、当該不正行為があったと認定され

た年度の原則として翌年度以降１年以上 10 年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当

と認められる期間、補助金を交付しないものとする。 

 

（補助金の交付申請者） 

第６条 第４条第１項に係る補助金の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとする。 

一 科学研究に係る補助金にあっては、次に掲げる者 

イ 研究機関に所属する研究者が科学研究を行う場合は、当該科学研究を行う研究者の代表者 

ロ 研究機関に所属しない研究者（特別研究員を除く。）が一人で科学研究を行う場合は、当

該研究者 

ハ 特別研究員が科学研究を行う場合は、当該特別研究員 

ニ 外国人特別研究員と受入研究者が共同して科学研究を行う場合は、当該受入研究者 

二 研究成果の公開に係る補助金にあっては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の代表者 

 三 研究事業に係る補助金にあっては、研究事業を行う学術団体の代表者 

 

（計画調書） 

第７条 補助金（新学術領域研究又は特定奨励費（以下「新学術領域研究等」という。）を除く。

以下この条から第９条までにおいて同じ。）の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学

研究又は研究成果の公開（以下「科学研究等」という。）に関する計画調書を別に定める様式に

より振興会に提出するものとする。 

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年振興会が公表する。 

３ 新学術領域研究等の交付を申請しようとする者は、別に定めるところにより科学研究又は研究

事業に関する計画調書を文部科学省に提出するものとする。 

４ 前項の計画調書の提出期間については、文部科学省が公表する。 

 

（交付予定額の通知） 

第８条 振興会は、前条第１項の計画調書に基づき、補助金を交付しようとする者及び交付しよう

とする予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を

通知するものとする。 

２ 振興会は、文部科学省からの通知により新学術領域研究等を交付しようとする者及び交付予定

額を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。 

 

（配分審査等） 

第９条 前条第１項により補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たっては、振

興会は補助金の配分等に関する事項を審議する科学研究費委員会に諮るものとする。 
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２ 前項の委員会の組織及びその運営については、別に定める。 

 

（交付申請書） 

第 10 条 第８条各項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、振興会の指示

する時期までに、別に定める様式による交付申請書を振興会に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第 11 条 振興会は、前条により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤

りがないかどうか等を調査するものとする。 

２ 振興会は、前項の調査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交

付の決定を行うものとする。 

３ 振興会は、補助金の交付の条件として、次の事項及びその他必要な事項について定めるものと

する。 

一 補助金の交付を受けた者が、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、

あらかじめ振興会の承認を得なければならないこと 

ただし、補助事業の目的を変えない範囲で振興会が文部科学大臣との協議を経て定める軽微

な変更についてはこの限りではないこと 

二 補助金の交付を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、振興会の承

認を得なければならないこと 

三 補助金の交付を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに振興会に報告してその指示を受けなければならな

いこと 

四 補助金の交付を受けた者が、補助事業を遂行するため契約を締結し支払いを行う場合は、国

の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう

に経費の効率的使用に努めなければならないこと 

４ 振興会は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件

を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 12 条 補助金の交付の申請をした者は、前条第４項の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、振興会

の定める期日までに申請の取下げをすることができることとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（補助金の使用制限） 

第 13 条 補助金の交付を受けた者は、補助金を補助事業に必要な経費にのみ使用しなければならな

い。 

 

（実績報告書） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、補助事業を完了したときは、速やかに別に定める様式による

実績報告書を振興会に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了
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した場合も、また同様とする。 

２ 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う補助事業に関する計画を記載した書面を

添付しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 15 条 振興会は、前条第１項前段の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その

実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の

交付を受けた者に通知するものとする。 

２ 振興会は、前条第１項後段の規定による実績報告書のうち国庫債務負担行為に基づいて補助金

の交付の決定が行われた補助事業の実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書

の審査及び必要に応じて行う調査により、各年度における支出が交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合することを確認し、その額を補助金の交付を受けた者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 16 条 振興会は、前条の規定により額を通知した場合において、すでにその額をこえる補助金が

交付されているときは、補助金の交付を受けた者に補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納付がない場

合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合で計算した延

滞金を徴するものとする。 

 

（不正使用等があった場合の補助金の取扱い） 

第 17 条 補助事業を遂行している者は、第５条の規定により自ら行う事業について補助金を交付し

ないこととされた場合には、振興会の定めるところにより、直ちに補助事業を廃止するための手

続を行わなければならない。 

 

（研究成果報告書） 

第 18 条 補助金の交付を受けた者は、振興会の定める時期までに、振興会の定めるところにより、

第７条第１項又は第３項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果について取りまとめ

た報告書（以下「研究成果報告書」という。）を振興会に提出しなければならない。 

２ 前項の振興会の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、さらに振興会が別に

指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、振興会は、第８条各

項の規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を通知しないものとする。取扱規程第 13 条第

１項に係る補助金の研究成果報告書又は独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術

研究助成基金助成金）取扱要領第 18 条第１項に係る基金助成金の研究成果報告書を、文部科学大

臣又は振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。 

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、振興会又は文部科学大

臣が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、振興会は、第８条各項の規定に

基づき、交付予定額を通知するものとする。 

 

（電子申請等） 

第 19 条 申請書等の提出については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した次条の規定による

電磁的記録の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当
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該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。 

２ 前項の規定により申請書等の作成が電磁的記録によって行われたときは、当該申請書等の提出

については、第 21 条の規定による電磁的方法をもって行うことができる。 
 
（電磁的記録） 

第 20 条 電磁的記録は、前条に規定する申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって

振興会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に振興会

から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えたものを使用して、次に掲げる事

項を記録したものとする。 

 一 電磁的記録により様式の作成を行う場合において従うこととされている様式であって振興会

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに示すところにより、当該

申請書等に記録すべき事項 

 二 当該申請書等の作成を行うときに添付すべき書類に記載され、又は記載すべき事項（前号に

掲げるものを除く。） 

 

（電磁的方法） 

第 21 条 電磁的方法は、振興会の使用に係る電子計算機と第 19 条に規定する申請書等の提出を行

う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出する

方法とする。 

２ 前項に定める方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の作成のために振

興会から付与されるプログラムに、識別番号及び暗証番号を、当該申請書等を提出する者の使用

に係る電子計算機から入力して電磁的記録を作成し、提出を行わなければならない。 

 

（帳簿関係書類等の整理） 

第 22 条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整

理し、補助金の交付を受けた年度終了後（国庫債務負担行為に基づいた交付の決定が行われてい

る場合は、補助事業の最終年度の終了後）５年間保管しておかなければならない。 

 

（経理の調査） 

第 23 条 振興会は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、その補助金の経

理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 

 

（補助事業の状況の調査） 

第 24 条 振興会は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業の状況

に関する報告書の提出を求め、実地に調査することができる。 

 

（研究経過及び研究成果の公表） 

第 25 条 振興会は、補助事業に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に関する部分の

全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができるものとする。 

２ 振興会は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。 

 

（設備等の寄付） 

第 26 条 第６条第１号イに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備、備品又は図書（以
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下「設備等」という。）を購入したときは、直ちにそれを当該補助金の交付を受けた者が所属す

る研究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。 

２ 第６条第１号ロに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により購入価格５万円以上の設備等

を購入したときは、研究期間終了までにそれを学校その他の教育又は研究の施設に寄付しなけれ

ばならない。 

３ 第６条第１号ハ又はニに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したとき

は、直ちにそれを当該補助金の交付を受けた者が研究に従事し又は所属する研究機関に寄付しな

ければならない。 

４ 補助金の交付を受けた者が設備等を直ちに寄付することが研究上支障があると認める場合にお

いて、振興会の承認を得たときは、第１項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの間、

寄付しないことができる。 

５ 特別研究員は、第３項の規定にかかわらず、その特別研究員の資格を喪失するまでの間、設備

等を寄付しないことができる。 

 

（その他） 

第 27 条 この取扱要領に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、募集要項等にお

いて別に定めるものとする。 

 

 

附則 

この規程は、平成 15 年 10 月７日から施行し、平成 15 年 10 月１日から適用する。 

第４条の２の規定は、法第 18 条第１項の規定の準用により科学研究費補助金の返還が命じられ

た日が平成 15 年９月 12 日前である交付決定取消事業を行なった研究者が行おうとする補助事業

については、適用しない。 

この取扱要領の適用日前に、日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成

11 年６月９日規程第６号）の規定により日本学術振興会が行った科学研究費補助金の取扱いは、

振興会がこの取扱要領中の相当する規定により行った補助金の取扱いとみなす。 

 

附則（平成 16 年規程第９号） 

１ この規程は、平成 16 年４月１日から適用する。 

２ 第４条の２第１項第３号の規定は、この規程の適用前に交付の決定が行われた科学研究費

補助金に係る交付決定取消事業を行った研究者については、適用しない。 

 

附則（平成 16 年規程第 14 号） 

この規程は、平成 16 年８月 27 日から適用する。 

 

附則（平成 17 年規程第１号） 

１ この規程は、平成 17 年１月 24 日から適用する。 

２ 第４条の２第２項及び第３項の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの規

程の適用日前である事業を行った研究者又は当該研究者と共謀した研究者が行う事業につい

ては、適用しない。 

 

附則（平成 17 年規程第７号） 
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この規程は、平成 17 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 18 年規程第９号） 

この規程は、平成 18 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 19 年規程第 12 号） 

この規程は、平成 19 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 20 年規程第９号） 

１ この規程は、平成 20 年６月 10 日から実施し、平成 20 年度以降の補助金について適用する。 

２ 改正後の取扱要領（以下「新要領」という。）第５条第１項第１号及び第３号の規定は、

法第 18 条第１項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成 15 年９月 12

日よりも前である交付決定取消事業において不正使用を行った者又は法第 11 条第１項の規

定に違反して科学研究費補助金の使用を行った補助事業者（新要領第５条第１項第１号又は

第２号に掲げる者を除く。）については、適用しない。 

３ 新要領第５条第１項第４号の規定は、平成 16 年４月１日よりも前に交付の決定が行われた

事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。 

４ 新要領第５条第１項第２号及び第５号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日

が平成 17 年１月 24 日よりも前である事業において科学研究費補助金の不正使用を共謀した

者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者若しくは当該偽りそ

の他不正の手段の使用を共謀した者については、適用しない。 

 

附則（平成 22 年規程第６号） 

この規程は、平成 22 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 22 年規程第 21 号） 

この規程は、平成 22 年９月７日から適用する。 

 

附則（平成 23 年規程第 18 号） 

この規程は、平成 23 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 23 年規程第 20 号） 

この規程は、平成 23 年４月 28 日から適用する。 

 

 

附則（平成 24 年規程第 20 号） 

この規程は、平成 24 年９月 12 日から適用する。 

 

附則（平成 25 年規程第２号） 

１ この規程は、平成 25 年３月 13 日から適用する。 

２ この規程の適用前に第５条に規定する交付決定取消事業において第３条第７項に規定する

不正使用を行った者に対する当該不正使用に係る改正後の第５条第１項第１号の規定の適用

については、同号中「10 年以内」とあるのは「５年以内」とする。 
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附則（平成 25 年規程第 23 号） 

  この規程は、平成 25 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 26 年規程第 18 号） 

  この規程は、平成 26 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 28 年規程第 49 号） 

  １ この規程は、平成 28 年４月 28 日から適用する。 

  ２ 改正後の取扱要領第５条第４項の規定は、平成 26 年度以前の会計年度に係る研究費による

研究において不正行為があったと認定された者が行う事業については、適用しない。 

  ３ 第３条第８項に規定する「不正行為」とは、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使

用等への対応に関する規程」（平成 18 年規程第 19 号）第２条第２号に規定する「特定不正

行為」と同義である。 

 

附則（平成 29 年規程第 11 号） 

この規程は、平成 29 年４月 27 日から適用する。 

 

附則（平成 30 年規程第３号） 

  この規程は、平成 30 年４月１日から適用する。 

 

附則（平成 30 年規程第 65 号） 

  この規程は、平成 30 年４月１日から適用する。 
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問合せ先等 
 

   １ この公募に関する問い合わせは、下記宛てに行ってください。なお、研究機関に所属する

場合は研究機関を通じて行ってください。 

 

(1) 公募の内容に関すること： 

      〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-3-1（麹町ビジネスセンタービル） 

     独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究事業課 

電話 03-3263-4926,4920 

FAX   03-3263-1716 

 

(2) 科研費電子申請システムの利用に関すること： 

・コールセンター 

電話：0120-556-739（フリーダイヤル） 

受付時間：9：30～17：30 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3日）を除く 

・上記以外の電話 

独立行政法人日本学術振興会 経営企画部 情報企画課 

電話：03-3263-1017, 1022, 1107, 1024 
 

(3) 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の利用に関すること： 

・e-Rad ヘルプデスク 

電話：0570-066-877（ナビダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3日）を除く 

※ 上記ナビダイヤルが利用できない場合 

電話：03-5625-0622 

＜留意事項＞ 

①e-Rad の操作方法 

e-Rad の操作方法に関するマニュアルはポータルサイト（URL:https://www.e-rad.go.jp）から参照またはダウンロードす

ることができます。利用規約に同意の上、応募してください。 

②システムの利用可能時間帯 

（月～日）0：00～24：00（24 時間 365 日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、

ポータルサイトであらかじめお知らせします。 

 

(4) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等

自己評価チェックリスト」に関すること： 

文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室 

電話：03-6734-4014 
 

(5) 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「取組状況に係るチェッ

クリスト」に関すること： 

文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室 

電話：03-5253-4111（内線：3874,3873,4028） 

 

 

    ２ 応募書類の様式は、次のホームページからダウンロードすることができます。 

 

         日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ 

         https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 
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